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第１ はじめに 

１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法

律」という。）第２６条の規定に基づき、教育委員会は、毎年その権限に属する事務

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。 

そこで、本市教育委員会では、地域の教育課題や教育ニーズに応じた基本的な教育

の方針・計画を策定し、これらに基づいて実施した施策について、その必要性、効率

性等の観点から自ら点検・評価を行っています。 

この点検・評価制度は、多様に変化する社会情勢や教育改革の動向を見据え、施策

立案を的確に行うことに直結していきます。 

また、その結果を公表することは、市民に対する説明責任を果たすことで、市民の

信頼を高め、開かれた教育行政を推進していくうえで非常に重要なことです。 

なお、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、平成２９年６月に

田川市教育事務点検評価委員会を設置し、教育委員会が行う点検及び評価について意

見又は助言等をいただくこととしています。 

この報告書は、令和３年度の教育委員会活動を、本市教育委員会が毎年度作成して

いる「田川市教育施策方針」に掲げた具体的な施策内容等と照らして、教育委員会が

その進捗状況等について、点検及び自己評価を行い、それに対して田川市教育事務点

検評価委員会から提出された意見書を添えて作成したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）  
 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

 
 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規

定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを

議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。  
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２ 教育委員会制度の概要について 

教育委員会は、自治体の長（市長）から独立した行政委員会と位置付けられ、教育

の政治的中立性、継続性・安定性を確保し、地域の学校教育、社会教育、文化、スポ

ーツ等に関する事務を担当する機関として設置されています。また、合議制の執行機

関として、全ての都道府県及び市町村等に設置されており、教育行政における重要事

項や基本方針を決定しています。教育委員会を組織する教育長及び教育委員は、市長

が議会の同意を得て任命します。教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会

を代表します。 

   なお、教育長の任期は３年、教育委員の任期は４年です。 

 

－田川市教育委員会の組織－ 
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第２ 点検・評価の考え方について 

 １ 点検・評価の方法 

   点検・評価に当たっては、施策事業等の内容と実績を明らかにするとともに、成果

及び課題等を示しています。 

 ２ 点検・評価結果の構成 

  ⑴ 点検・評価の対象 

   ア 教育委員会の活動状況 

   イ 教育委員会が管理及び執行を教育長に委任する事務（自己点検・評価シート） 

     「令和３年度教育施策方針」に掲げる主要課題を点検・評価の対象としています。  

  ⑵ 点検・評価の対象期間 

    令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（令和３年度）としています。 

⑶ 点検・評価における内容 

    各項目（事務事業）について、「事業開始年度」「令和３年度事業費（決算額）※

人件費を除く」「目的等」「事業内容」「目標」「成果」「課題」「自己評価」

「自己評価に対する今後の方向性・重点的取組」を示しています。 

  ⑷ 評価 

    自己点検・評価シートについては、教育施策方針に掲げた主要課題に対する実施

及び進捗状況等を踏まえ、各項目についてＡからＥまでの５段階評価を行っています。  

⑸ 新型コロナウイルス感染症による影響について 

必要な感染防止対策を講じたことで、開催や実施ができなかった事業について

は、評価することが困難であるため、評価の対象から除外することとし、同一施

策に評価対象がある場合には、評価対象となる施策のみを評価しています。 

  【評価判断基準】 

評価 達成度の内容 定量的な判断基準 

Ａ 目標を上回る 目標を大きく上回る成果を上げた 100％超 

Ｂ 目標達成 目標を完全に又はおおむね達成した 80～100％ 

Ｃ 目標をやや下回る 目標をある程度達成したが、やや不十分な点があった  60～80％未満 

Ｄ 目標をかなり下回る 目標をかなり下回った 40～60％未満 

Ｅ 目標を著しく下回る 取組に未着手又はほとんど成果はなかった 40％未満 

― 評価対象外 事業の自粛等により実施できなかった  
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 ３ 自己点検・評価シート 

   自己点検・評価シートについては、事業を実施した担当課が点検・評価を行い作成

しました。 

 ４ 学識経験者の知見の活用について 

法律第２６条第２項で「教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものと

する。」と規定されていることから、平成２９年６月に田川市教育事務点検評価委員会

を設置し、毎年外部評価委員の意見、助言等をいただいています。 

 

    （令和４年６月１日現在） 

 氏 名 所属、経歴等 

委員長 藤 澤 健 一  福岡県立大学人間社会学部准教授 

委 員 重 藤 喜 彦 元小学校校長 

委 員 村 上 協 子 田川市立後藤寺中学校母親代表 

委 員 岡 部 裕 實 田川市社会教育委員 

委 員 光 武   均 田川地区人権センター事務局長 

委 員 馬 渡 英 子 福岡県立大学音楽非常勤講師 
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第３ 自己点検・評価について 

１ 教育委員会の主な活動実績 

⑴ 教育委員会会議の実施 

田川市教育委員会会議規則第３条の規定に基づき、定例会は毎月１回（臨時会は

必要に応じて）開催し、教育行政に関する事項を審議しました。 

ア 開催実績  定例会：１２回  臨時会：１回   

イ 議決の状況【教育委員会会議議案一覧：資料１（Ｐ１０７）】 

    

   

 

 

    

 

 

 

 

ウ 報告事項等【教育委員会会議報告等一覧：資料２（Ｐ１０８）】 

報告：８件  事務報告：１６件  合計：２４件 

※報 告：田川市事務委任及び臨時代理規則第４条第２号の規定による報告のこと。 

※事務報告：教育委員会が管理及び執行を教育長に委任する事務に関して行う報告のこと。 

エ 令和３年度傍聴者状況 

開催月 種類 傍聴者数 開催月 種類 傍聴者数 開催月 種類 傍聴者数 

４月 定例 ０名 ９月 定例 ０名 ２月 定例 １名 

５月 定例 ０名 １０月 定例 ０名 ３月 定例 ０名 

６月 定例 ０名 １１月 定例 ０名 ３月 臨時 ０名 

７月 定例 ０名 １２月 定例 ０名 
合計 １３回 １名 

８月 定例 ０名 １月 定例 ０名 

 

 

 

議案の内容 件 数 

基本方針等の策定、事務の管理・執行状況の点検評価 ２ 

教職員の人事関係 １ 

教育委員会規則等の制定・改廃 ２ 

予算、条例等議会議決事項 ８ 

審議会委員等の任免・委嘱 ５ 

その他 ６ 

合 計 ２４ 



６ 

オ 広報活動状況 

定例教育委員会会議開催日時については、田川市民会館玄関前へ掲示し、広報

たがわ及びホームページに掲載することにより周知を図っています。 

また、教育委員会のしくみや教育委員会教育長及び委員の紹介、事務局各課の

事業内容等もホームページへ掲載しています。 

さらに、教育委員会だより「ＧｕＲｕＭｉ（ぐるみ）」を発行し、教育委員会及

び学校現場の方針や取組内容を市民に広く発信しています。令和３年度は、田川

市ならではの学力向上の取組状況、中学生英語スピーチコンテストの状況、初開

催の自由研究作品展のプレゼン部門の状況、新中学校創設に向けての取組状況、

石炭・歴史博物館におけるイベント情報等について市民に発信しました。 

⑵ 教育委員会と市長事務部局との連携 

    「第６次田川市総合計画（令和３年度～令和１２年度）」の基本理念「やっぱり田

川で暮らしたい」のもと、市長と教育委員会の連携を一層強化し、時代の変化に対

応した教育に関する施策を展開するため、令和２年度に「第２次田川市教育大綱」

を策定し、本市の目指すべき教育の将来の実現に向けて取り組んでいます。 

学校現場と福祉行政をつなぎ、０歳から１８歳までの子どもとその家族に切れ目

ない支援を行うために市長事務部局の市民生活部内に設置の「子ども家庭支援室」

と連携し、不登校・いじめ・問題行動の解消に向けた取組を行いました。 

⑶ 教育長及び教育委員の自己研鑽、他自治体との連携、情報交換等研修会への参加

状況【教育長及び教育委員研修会等参加状況：資料３（Ｐ１１０）】 

  教育長及び教育委員を対象とした研修会や協議会等（オンラインを含む）に参加

し、自己研鑽に努めました。また、他市町村教育委員会の教育長及び教育委員をは

じめとする教育関係者と交流を行い、教育行政について情報交換等を行いました。 

なお、前年度に引き続き令和３年度は、新型コロナウイルス感染症により研修会

や協議会等が中止となったことから、例年と比較すると参加数は減少しています。 

⑷ 学校訪問等の状況【教育長及び教育委員学校訪問実施状況：資料４（Ｐ１１２）】 

学校、教育施設等で開催される各種行事（オンラインを含む）へ出席し、教育現

場の実情把握に努めました。また、新型コロナウイルス感染症の流行以前と比較す

ると訪問数は減少しています。   

 



７ 

⑸ 住民説明会等の開催 

新中学校創設に関して、新中学校の開校に関する住民説明会を開催しました。 

また、新中学校の開校準備の円滑な推進のため設置した田川市新中学校開校準備

協議会では、児童・生徒の保護者や市民等に参画いただき、各部会において必要事

項について協議等を行いました。 



教育研究所

Ｐ12 Ｂ

Ｐ52 Ｂ

2
学校と家庭が連携して、「主体的に学習す
る力」「自学自習力」を育成する

Ｐ14 Ｂ

3
ふるさと田川の歴史・文化に深い理解と愛
着を持ち、田川の良さを発信する子どもを
育成する

Ｐ15 Ｂ

4
行政・学校・家庭・地域ぐるみで健やかな
心と体の育成に取り組む

Ｐ16 Ｂ

5
田川市立学校食育推進委員会を中心に小中
学校で一貫した「食育」の推進に努める

Ｐ17 Ｂ

6
ＩＣＴ教育を行政・学校・家庭・地域ぐる
みで推進し、主体的な学びに向かう授業づ
くりに取り組む

Ｐ18 Ｂ

7
小中高及び大学・企業等と連携した「志向
性」を育むキャリア教育を推進する

Ｐ20 Ｂ

8
人権・同和教育、道徳教育、環境教育を家
庭・地域・関係機関と連携して推進する

Ｐ22 Ｂ

9
いじめを許さない学校文化・学校風土を構
築する

Ｐ24 Ｂ

Ｐ26 Ｂ

Ｐ53 Ｂ

Ｐ54 Ｂ

Ｐ55 Ｂ

Ｐ59 Ｂ

Ｐ60 Ｂ

Ｐ28 Ｂ

Ｐ62 Ｂ

13
あいさつ運動を通して、学校・家庭・地域
のつながりを強化する

Ｐ29 Ｂ

14
コミュニティ・スクールの導入に向けて検
討を進める

Ｐ30 Ｂ

15
安全・安心かつ栄養のバランスの取れた美
味しい給食を提供する

Ｐ31 Ｂ

Ｐ32 Ｂ

Ｐ56 Ｂ

17

福祉行政と連携して「土曜数学・英語まな
び塾」の拡大・強化し、厳しい家庭環境の
生徒や家庭への支援を強化しながら「学習
習慣の育成」「希望格差解消」を図る

Ｐ34 Ｂ

18
教職員の働き方改革を推進し、子どもたち
と向き合う時間の確保に取り組む

Ｐ36 Ｂ

19
田川市立教育研究所のあり方を見直し、教
育と福祉の連携における教育支援拠点とし
ての機能を強化する

Ｐ37 Ｂ

２　教育委員会の主な活動に対する自己評価

　　令和３年度　自己点検・評価シート一覧表

2

ＳＤＧｓの理念の
下、「魅力ある学
校づくり」に向け
て安全・安心かつ
気持ちよく学べる
教育環境づくりに
努める

10
誰一人取り残さない「魅力ある学校づく
り」を推進する

11

学校・保護者・地域住民と連携しながら、
学力・社会性・個性を思い切り伸ばせる
ハード面・ソフト面とも充実した新中学校
創設を推進する

12
学校施設を維持管理し、子供たちが安全か
つ安心して学べる教育環境の整備・充実を
図る

16
家庭・関係機関と連携強化して、特別な支
援を要する子どもたちの学力・進路保障に
取り組む

【　学　校　教　育　】

重点施策 施　　策
担当課及び該当ページ

自己評価
(Ａ～Ｅ、―) 学校教育課 新中学校

再編推進室
教育総務課

1

確かな学力、豊か
な心、郷土愛、志
向性、健やかな体
を育む学校教育を
推進する

1

市内全小中学校で「学力ステップアップ事
業」に取り組み、教師の指導力向上を図る
とともに、全ての子どもたちに「確かな学
力」を保障する

8



教育研究所

Ｐ39 Ｂ

Ｐ57 Ｂ

21

社会の変化に対応できる力（情報収集力や
活用能力等）を身に付けるため、最先端の
情報教育研究者及び学校現場代表者等で組
織する「田川市IＣＴ教育推進本部」を中心
に行政・学校・まちぐるみでＩＣＴ教育を
推進する

Ｐ41 Ｂ

22

青山学院大学との連携をさらに強化し、田
川市英語教育小中一貫プログラムを田川市
全体で実践し、読む・書く・話す・聞くの
４技能及びコミュニケーション能力・異文
化理解力を育成する

Ｐ43 Ｂ

23

学校・家庭・地域・行政が連携して、放課
後の子どもの居場所づくりや全ての子ども
たちの良さ・個性及び興味・関心を伸ばす
環境づくりを支援する

Ｐ45 ―

24

子どもたちが郷土学習等で学んだことをい
かしながら、地域行事やボランティア活動
等の奉仕活動に積極的に参加できるように
支援する

Ｐ46 Ｂ

25

幼稚園、保育所（園）、小学校及び中学校
との連携により、子どもたちの基本的生活
習慣の確立と小一プロブレム、中一ギャッ
プの解消に努める

Ｐ47 Ｂ

26

小中学校での学習支援や不登校児童・生徒
への支援、「土曜数学・英語まなび塾」
「放課後児童クラブ」「放課後チャレンジ
教室」への指導・支援、交換留学生を招い
ての国際理解教育、教職課程の学生のイン
ターンシップ制度、社会福祉士の教育実習
の受け入れ等を通して、福岡県立大学との
連携をさらに拡大・強化する

Ｐ49 ―

27

田川市中学校生徒会サミットの内容をさら
に充実させ、令和５年度の新中学校開校を
見据えて、市内各中学生同士のつながりを
強化していく

Ｐ50 Ａ

Ｐ51 Ｂ

Ｐ58 Ｂ

3

特色ある学校教育
を通して、「田川
ならではの教育」
を推進する

20

福祉行政・関係機関との連携を強化し、乳
児期・就学前・学齢期・高校への切れ目の
ない包括的な支援を進め、全ての子どもた
ちの学力・進路保障に取り組む

28

子どもたちが「図書館を使った調べる学習
コンクール」「夏休み研究展」「子ども学
芸員講座」を通して、自らの「知識・技
能」「思考力」「表現力」「追究力」を高
めていけるように支援する

重点施策 施　　策
担当課及び該当ページ

自己評価
(Ａ～Ｅ、―) 学校教育課 新中学校

再編推進室
教育総務課

9



29
全市民で「笑顔のハッピーオーラあいさつ
運動」を強化する

Ｂ

30
地域活動活性化事業（校区活性化協議会）
の充実・深化を支援する

―

31
ボランティア活動や教育・文化ふれあい交
流活動を推進する

Ｂ

32
校区活性化協議会を中心に、住民が自ら考
え、創意工夫する地域活動を展開し、活気
あふれる「生涯学習まちづくり」を目指す

―

33 市民ニーズに応じた学習機会の充実を図る ―

34 市立図書館の整備充実を図る Ｂ

35 家庭の教育力の向上に努める ―

36
地域の子どもを地域社会全体で育てる青少
年の健全育成体制を強化する

Ｂ

―

―

38

「市民一人ひとりの心に届く教育・啓発」
を推進するために人権問題に主体的・積極
的に取り組む行政職員・教職員の育成に取
り組む

Ｂ

39
行政・学校・地域・関係機関が協働で「人
権のまちづくり」を推進する

Ｂ

40
性別に関わりなく、一人ひとりの個性と能
力が十分に発揮できる男女共同参画社会の
実現を目指す

Ｂ

7

自分の人権を守
り、他者の人権を
尊重する地域社会
づくりを推進する

Ｐ78

Ｐ79

Ｐ81

6

社会全体で子ども
たちを見守り、健
やかに育む環境づ
くりを進める

Ｐ72

Ｐ74

37

学校や関係機関と連携して、子どもが放課
後等に安心して過ごすことができる居場所
を確保するとともに子どもの学力や個性を
伸ばし、自主性・社会性を育む取組を推進
する

Ｐ76

Ｐ77

4
強い絆で結ばれた
地域共同体づくり
を推進する

Ｐ63

Ｐ65

Ｐ66

5
いつでもどこでも
学べる生涯学習環
境をつくる

Ｐ68

Ｐ69

Ｐ70

【　社　会　教　育　】

重点施策 施策
担当課及び該当ページ

自己評価
(Ａ～Ｅ、―)文化生涯学習課
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41
子どもから高齢者まで生涯にわたって、ス
ポーツを楽しむことができる場を提供する
とともに、スポーツ活動の推進に努める

Ｂ

42
学校・スポーツ関係団体と連携して、小学
生の体力向上に取り組む

Ｂ

43
バリアフリー化された総合体育館を活用し
て、障害者スポーツの普及に努める

―

44
多くの市民が各施設を利用し、自主的な芸
術文化活動を行うことができる環境を整備
する

Ｂ

45

市民が心豊かで質の高い生活を送るため、
文化団体等と連携して、優れた芸術文化に
触れる機会や文化活動に参加できる機会を
つくる

Ｃ

46 市立美術館のさらなる整備充実を図る Ｂ

―

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

50
ふるさと田川の貴重な伝統芸能の保存のた
め、学校・地域・関係機関と連携して後継
者の育成に取り組む

Ｂ

51

国籍や民族の異なる人々が共に生きていく
多文化共生のまちづくりを推進するため
に、国際交流イベントを開催するなど、市
民レベルで国際交流を促進する

Ｂ

52
在日外国人の教育ニーズを把握し、外国人
が安心して暮らせる環境づくりに取り組む

Ｂ

11
国際交流・多文化
共生を促進する

Ｐ100

Ｐ102

Ｐ92

Ｐ94

48

ユネスコ世界記憶遺産（世界の記憶）に登
録された「山本作兵衛コレクション」の保
存管理に取り組むとともに観光部門とも連
携し、市外に向けた情報発信、連携事業等
に力を入れ、来館者数の増加を目指す

Ｐ95

Ｐ96

9
豊かな心を育む芸
術文化活動を支援
する

Ｐ87

Ｐ88

Ｐ90

10
歴史を受け継ぐ文
化遺産を保護・活
用する

47
田川の石炭産業と人権問題、地域の歴史、
考古、民俗といった幅広い分野での調査研
究を行い、その成果を広く市民に還元する

Ｐ92

49

来館者に親しまれ、魅力ある石炭・歴史博
物館にするため、貴重な文化遺産・地域の
歴史を受け継ぎ、次代に伝え、ふるさとを
愛する心を育むための事業（子ども学芸員
事業や博物館講座、歴史・文化検定試験
等）を学校と連携しながら、推進する

Ｐ97

Ｐ98

Ｐ99

重点施策 施策
担当課及び該当ページ

自己評価
(Ａ～Ｅ、―)文化生涯学習課

8
生涯にわたり楽し
めるスポーツ活動
を充実する

Ｐ83

Ｐ85

Ｐ86

11



１２ 

重点施策１  確な学力、豊かな心、郷土愛、志向性、健やかな体を育む学校教育を推

進する 

［施策 No.１］ 市内全小中学校で「学力ステップアップ事業」に取り組み、教師の指導

力向上を図るとともに、全ての子どもたちに「確かな学力」を保障する 

事務事業１ 学力ステップアップ推進事業 

事業開始年度：平成２８年度 令和３年度事業費（決算額）： ３，９８６千円 

目 的 等 市内全ての子どもたちに学習能力（集中力・学習意欲・計算力・ 

語彙力）及び集中して主体的に学ぶ力などの確かな学力の育成を図

る上で必要な教師の指導力向上を図る。 

 

 

事 業 内 容 ① 徹底反復学習・集中速習スタイルの授業づくりに関する教員研

修を年３回実施する。 

② 児童生徒の学力状況を検証する標準学力調査※１を３学期に実

施する（小学校は１～６年生で国語・算数、中学校は１・２年生

で国語・数学・英語）。 

③ 朝の徹底反復・モジュール学習※２の効果測定を年２回実施す

る。 

 

目 標 

 

 

 

 

① 研修会事後アンケートで、「参考になった」と回答した参加者 

の割合１００％ 

② 標準学力調査において、全学年が全国平均を超える 

③ 百マス計算２分以内（中学１分４０秒以内）８割、漢字習得率  

９割 

 

成 果 

 

 

 

① 学力向上研修会を年間３回実施し、朝の学習・モジュール学習

の公開や隂山先生による師範授業の参観等の研修を実施すること

ができた。研修会後のアンケート結果で、「参考になった」と回答

した参加者の割合は９１．３％であり、概ね目標を達成した。 

令和３年度実施事業 自己点検・評価シート（学校教育課） 

３ 自己点検・評価シート 



１３ 

 ② 令和３年度の標準学力調査（令和４年２月実施）の結果では、 

 小学校算数で、全学年が全国平均を超え、２年連続で目標を達成

するなど、安定して学力向上が進んでいることが裏付けられた。   

小学校国語については、２学年（第１学年、第６学年）が全国

平均を超えたものの、目標達成には至らなかった。 

③ 効果測定の結果は、小学校では、百マス計算２分通過率６５％、

漢字正答率８４％となり、目標値には届かなかったものの、４年

生が昨年度比で＋１５．７ｐ、２年生が同じく＋６．９ｐとなる

など、継続的な取組により下学年の底上げがみられた。 

中学校では、百マス計算１分４０秒通過率７４％、漢字正答率

６３％となり、目標値には届かなかったものの百マス計算の通過

率は、昨年度比で＋１４．１ｐとなり、小学校での取組の成果が

中学校でも見られるようになってきた。 

課 題 中学校の標準学力調査結果は、昨年度比では改善傾向にあるも 

の、国語（中２：９２．６Ｐ）、数学（中２：９３．６Ｐ）ともに目

標値（全国平均）には届いておらず、課題である。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 拡大 】 

本市学力向上アドバイザーの助言を受けながら、徹底反復学習を

踏まえた新たな授業づくり（集中速習スタイルの学習）や朝の学習・

モジュール学習のさらなる充実・深化を目指すとともに、小学校段

階で見られた効果的な取組が、中学校においても継続して行われる

よう、校長会等での結果や取組の周知や市主催の教員研修を小中合

同で開催するなど、９年間を見通した学力向上策の充実・強化を図

る必要がある。 

標準学力調査※１ 

基礎基本の力や活用力を測定する学力検査（田川市では平成２８年度から活用して 

いる。） 

モジュール学習※２ 

１０分、１５分程度の短時間を単位として取り組む学習形態 



１４ 

［施策 No.２］ 学校と家庭が連携して、「主体的に学習する力」「自学自習力」を育成す

る 

事務事業１ 家庭学習の充実 

事業開始年度：令和３年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 授業と家庭学習をつなぎ、自ら目標・計画を立てて実行するなど、

主体的に学習する力や自学自習力を育成する。 

 

事 業 内 容 ① 家庭学習に「予習」や「自主学習」を積極的に取り入れる。 

② 授業と家庭学習を連動させ、児童生徒に家庭学習を行う必要感

や習慣づけを図る。 

 

目 標 ① 児童生徒が「予習」や「自主学習」を週に３日以上行った割合 

８０％以上 

② 校区単位での家庭学習強化週間の位置づけ １００％ 

 

成 果 ① 家庭学習強化週間中に児童生徒が「予習」や「自主学習」に３日 

以上取り組んだ割合は、３０.３％だったものの、「予習」や「自主

学習」の家庭学習に対する意識づけが図られた。 

② 家庭学習と授業との連動を意識した校区単位での「家庭学習強 

化週間」の位置付け１００％を達成した。 

 

課 題 家庭学習と授業との連動が、学力向上につながっていることを実

感できるような評価方法・内容が明確になっていない。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

タブレット端末の持ち帰りにより、デジタル教材を活用した家庭

学習と、その結果や取組内容を生かした授業を実施するなど、家庭

学習と授業の連動が視覚化できる工夫を行う。 

 



１５ 

［施策 No.３］ ふるさと田川の歴史・文化に深い理解と愛着を持ち、田川の良さを発信

する子どもを育成する 

事務事業１ 田川みらい学習の推進 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 故郷田川の歴史・文化に深い理解と愛着を持ち、校区や田川のよ

さを発信する子どもを育成する。 

事 業 内 容 ① 田川に生まれ育ったことに誇りを持ち、自分を成長させる力を

育む「田川みらい学習」を実施する。 

② 家庭・地域が連携・協力し、生活科、社会科及び総合的な学習の

時間等において各学校で地域の良さを実感する学習を実施する。 

目 標 ① 「田川みらい学習」を教育課程に位置付け、「田川みらい学習」

を実施した学校の割合 １００％ 

② 地域を教材とした学習を実施した学校の割合 １００％ 

成 果 ① 各教科や総合的な学習の時間等における「田川みらい学習」を 

教育課程に位置付けた学校１００％を達成した。 

② 地域を教材とした学習を位置付けた学校の割合１００％を達成

した。 

 

課 題 「田川みらい学習」及び地域を教材とした学習を位置付けたもの

の、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地域学習やゲスト・テ

ィーチャーを招いた学習が実施できていない状況があった。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

各教科や総合的な学習の時間において、現在の児童生徒の生活に

身近な地域素材の教材化を促進する等、「田川みらい学習」の恒常的

な開発・深化・補充を引き続き進めていく他、今後も、同様の状況と

なることが予想されるため、リモートでの交流等、実施方法を工夫

する必要がある。 

 



１６ 

［施策 No.４］ 行政・学校・家庭・地域ぐるみで健やかな心と体の育成に取り組む 

事務事業１ 体力・運動能力の推進 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 行政・学校・家庭・地域ぐるみで、児童生徒が目標をもって自ら体

力・運動能力の向上に努めることができるようにする。 

事 業 内 容 ① 体育科・保健体育科学習において、準備運動にサーキットトレ

ーニング※を取り入れる等、特色ある一校一運動の取組を各校で実

践する。 

② 運動部活動への外部講師を積極的に活用する。 

 

目 標 ① 特色ある一校一運動の取組実施率 １００％ 

② 運動部活動への外部講師の活用 ５０％以上 

成 果 ① 年度当初に、各校より特色ある且つ無理なくできる一校一運動 

の実施計画が提出され、年間を通して各校において計画的な実施

がなされたことにより、特色ある一校一運動の取組実施率 

１００％を達成した。 

② 中学校の運動部活動への外部講師の活用については、市内全中 

学校の運動部活動の約２割（９名）に留まり、目標を達成すること 

ができなかった。 

 

課 題 中学校の運動部活動への外部講師の人材確保に向けた検討が必要

である。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

新中学校の開校時の部活動数に応じて、体力アップアドバイザー

の増員や部活動外部指導員の任用に向けた検討を行う。 

 

サーキットトレーニング※ 

  有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせたトレーニングのこと 



１７ 

［施策 No.５］ 田川市立学校食育推進委員会を中心に小中学校で一貫した「食育」の推

進に努める 

事務事業１ 学校給食運営事業（施策 No.１５の一部） 

事業開始年度：平成２９年度 令和３年度事業費（決算額）：３６３，３３５千円 

目 的 等 田川市立学校食育推進委員会を中心に小中学校で一貫した「食育」

の推進に努める。 

事 業 内 容 ① 田川市立学校食育推進委員会の開催 

② 学校食育研修会の開催 

 

目 標 ① 田川市立学校食育推進委員会開催 ２回 

② 学校食育研修会の開催 １回 

 

成 果 ① 田川市立学校食育推進委員会開催を１回開催し、各学校の食育 

推進に関する情報共有が図られた。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により予定回数の実施に至 

らなかったが、栄養教諭による食育授業や広報誌「給食だよ

り」による食育指導の取組を行うことができた。 

 

課 題 令和５年度の新中学校の開校にあわせ、新たに開始する自校式

給食がスムーズに実施できるよう計画的に進め、併せて小・中学

校で一貫した食育の推進教育を実施する必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ ②は新型コロナウイルス感染症の影響により対象外 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

児童生徒の心身の成長及び人格の形成に寄与する食育の推進に 

ついて、栄養教諭による食育授業や広報誌「給食だより」による

食育指導の取組を今後も継続実施していく。 

 

  

 



１８ 

［施策 No.６］ ＩＣＴ教育を行政・学校・家庭・地域ぐるみで推進し、主体的な学びに

向かう授業づくりに取り組む 

事務事業１ 小学校・中学校ＩＣＴ教育環境整備事業（施策 No.２１と重複） 

事業開始年度：平成２８年度 令和３年度事業費（決算額）： ４１，６５５千円 

目 的 等 ＩＣＴ教育機器※を活用して分かりやすく主体的に学べる学習環

境を整備し、児童・生徒や教職員の情報活用能力の育成及びＩＣＴ

活用指導力の向上を図る。 

 

事 業 内 容 ① 大型提示装置（電子黒板）や書画カメラを活用した教材の拡大

や、指導者用デジタル教科書の活用により、どの児童生徒にも分

かる授業を日常的に行う。 

② 児童生徒が学習の中で、ＩＣＴ機器を自ら使いながら学習する

機会を増やす。 

③ １人１台のタブレット端末を活用して、調べ学習やレポート作

成、タイピング練習、ドリル学習、自らの考えをプレゼンテーショ

ンするなど、個別学習や協働学習を学習場面に応じて効果的に行

う。 

④ ＩＣＴ支援員を派遣し、教育用コンピュータの更新・運用・保守

及び教員への授業支援・研修を行う。 

⑤ オンライン学習等ができるネットワーク環境の整備や、学びを

止めないための充電器等の周辺機器を整備する。 

 

 

目 標 ① ＩＣＴ教育機器を有効に活用した「主体的な学びに向かう授業

づくり」に関する授業公開実施 全小・中学校 

② 児童生徒が１日１回以上タブレット端末を使った授業実施率 ５０％  

③ ＩＣＴ活用指導力があるとこたえる割合 ９０％以上 

④ 各校のネットワーク環境や充電器等の周辺機器整備率 １００％ 

 



１９ 

成 果 ① 電子黒板や指導者用デジタル教科書、タブレット端末を活用し

た授業公開を、推進校（田川中学校、伊田小学校）をはじめ全小・

中学校で実施することができた。 

② 令和３年度のＩＣＴアンケートの結果によると、１日１回以上

タブレット端末を活用した割合は、小学校では２１．４％、中学校

では３．７％と目標値には届いてはいないが、タブレット端末を

使いながら学習する機会は、確実に増加した。 

③ 令和３年度のＩＣＴアンケートの結果によると、ＩＣＴ活用指

導力があると回答した市内教員の割合は小学校で１００％、中学

校で９８．１％と高い数値を示しており、これまでの本市の取組

の成果といえる。 

④ 各校のネットワーク環境や充電が必要な際の周辺機器整備率

は、小中学校ともに１００％を達成した。今後は、さらに快適に使

用できる環境整備を行う予定である。 

 

課 題 タブレット端末の活用場面が「授業場面」や「特定の教科」に偏っ

ており、このことが活用率の伸び悩みにつながっている。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 １人１台タブレット端末の活用を授業に限ることなく、帯学タイ

ピング練習や空き時間休み時間での調べ学習での活用、家庭学習で

の活用等、使用場面を積極的に広げる必要がある。 

各教科におけるタブレット端末の活用を促進するため、市内小・

中学校での活用の好事例を集めた「実践事例集」を作成・活用すると

ともに、令和４年度当初に作成した「タブレット端末年間活用計画」

に沿った活用がなされるよう働きかける。 

 

ＩＣＴ教育機器※ 

情報通信機器のことで、電子黒板、デジタル教科書、実物投影器、教育用パソコン

等の機器 

 



２０ 

［施策 No.７］ 小中高及び大学・企業等と連携した「志向性」を育むキャリア教育を推

進する 

事務事業１ キャリア教育※１の推進 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：     ０千円 

目 的 等 小中高がつながるキャリア教育を通して、一人ひとりの子どもが

学ぶ意義・価値を自覚し、自分の良さや特性いかして、より良い社会

づくりに貢献するという「志向性」を育成する。 

事 業 内 容 ①  「田川市キャリア教育実践モデル」をもとに「キャリア・パス

ポート※２」を活用し、自分の良さや特性、役割を自覚する小中高

が連続するキャリア教育を実施する。 

② ８月末までに「田川市キャリア教育実践モデル（案）」を作成す

る。 

③ ９月から「田川市キャリア教育実践モデル（案）」に基づき、各

学校のキャリア教育の全体計画、年間指導計画の見直しを行い、

高校・企業・田川キャリア教育研究会等と連携した授業を開始す

る。 

 

目 標 ① 田川市キャリア教育実践モデル（案）作成 完了 

② キャリア教育研究会等と連携した授業開始 着手 

成 果 ① 市内全ての各校において「キャリア・パスポート」の活用や引継

ぎが実施できた。田川市キャリア教育実践モデル（案）は作成でき

ていない。 

② キャリア教育研究会と連携し、コロナ禍においても、実施形態

を変更しながら、職業人をゲスト・ティーチャーとして招聘し交

流する授業を市内３校で実施した。 

 

課 題 ① 新中学校開校をふまえ、小中の主幹教諭連絡協議会等において、

田川市キャリア教育実践モデル（案）の作成のため、各校の実践

を取りまとめ整理する場を設定する必要がある。 



２１ 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

① 「田川市キャリア教育実践モデル（案）」について、小中主幹教

諭連絡会議等で具体的に協議する。 

② 新中学校開校に向け、キャリア教育研究会との連携も含め、各 

中学校キャリア教育推進計画について調整を図り計画的に実践す 

る。 

 

キャリア教育※１ 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基礎となる能力や態度を育てること

を通して、キャリア発達を促す教育 

キャリア・パスポート※２ 

小学校から高等学校までのキャリア教育に関する諸活動について、自らの学習状況

やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価で

きるよう工夫された記録のつづり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２２ 

［施策 No.８］ 人権・同和教育、道徳教育、環境教育を家庭・地域・関係機関と連携し

て推進する 

事務事業１ 人権・同和教育、道徳教育、環境教育の推進 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：     ０千円 

目 的 等 部落差別・障がい者差別・性差別・外国人差別等あらゆる人権侵害

を許さない確かな人権認識と正義感や公正さを重んじる心、自然を

大切にする心等、「豊かな人間性」を育むための人権・同和教育、道

徳教育、環境教育を推進する。 

事 業 内 容 ① 規範的な行動を促す道徳、特別活動、総合的な学習の時間等の

教育活動を充実する（重点とする価値：「正義感」「公平公正」「思

いやり」）。 

② 人権教育全体計画及び人権教育の年間指導計画に基づいた、人

権・同和教育及び道徳教育を充実する。 

③ 差別事象が起きる要因等、学校現場の課題を共有し取り組んで

いくための研修会を実施する。 

④ 持続可能な社会の構築のため、各教科等における環境教育に関

連した内容を重視し指導する。 

⑤ より良い人間関係を構築するための、ソーシャルスキルを育む

学習を充実する。 

 

目 標 ① 学校における差別事象の発生件数 ２０件以下 

（令和２年度 市内小中学校の差別事象２０件） 

② 人権教育の年間指導計画完全実施の学校割合 １００％ 

成 果 ① 令和３年度は差別発言の報告は１３件であった。全てが「障が

い者問題に係る発言であったが、事象に対する丁寧な事前事後の

指導、当事者と出会う体験学習等を継続して実施したことで、件

数は減少した。 

② 全ての小中学校において、人権教育の年間指導計画に沿った人

権教育が実施できた。 



２３ 

課 題  インターネットを介した差別発言も発生していることから、児童

生徒の実態や社会の状況を踏まえ、確かな人権認識に裏打ちされた

情報処理能力の育成を図る人権教育の年間指導計画の見直しを行う

必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

児童生徒の実態や差別事象の現状から、常に年間指導計画や指導

方法について改善する必要があり、人権・同和教育担当者研修会等

で継続した協議を行う。 

インターネットを介した差別事象も発生していることから、適切

に情報を処理できる能力について計画的な育成を図るとともに情報

モラルについての人権教育を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２４ 

［施策 No.９］ いじめを許さない学校文化・学校風土を構築する 

事務事業１ いじめを許さない学校文化の推進 

事業開始年度： （不明）  令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 平成２７年度に制定した「田川市いじめ問題対策連絡協議会等条

例」「田川市いじめ防止基本方針」をもとに、魅力ある学校づくりを

推進し、いじめを許さない学校文化を創造する。 

 

事 業 内 容 ① 各学校の「学校いじめ防止基本方針」に基づき、アンケート等

を活用した、いじめの未然防止、いじめの早期発見早期対応の取

組を充実する。 

② 「田川市いじめ問題対策委員会」「田川市いじめ問題対策連絡協

議会」を開催し、市としてのいじめの問題に係る未然防止、早期発

見早期対応の取組の充実を図る。 

 

目 標 ① 令和３年度いじめの認知件数 ５０件 

② 学校に行くことについて「行きたい」と回答する児童生徒の割

合 ５０％以上（令和２年度調査３７％） 

 

成 果 ① 令和３年度のいじめの認知件数は、１９９件であり、比較のた

め国や県が示す千人当たりの数で表すと５４.８件であった。前

年度が１０７件（千人当たりの数２９.４件）であったため、いじ

めの認知が進み、早期の具体的な対応につなげることができた。 

② 魅力ある学校づくりの実践研究推進校において、「学校に行き

たい」と回答した児童生徒の割合は３６.３％であった。 

 

課 題  いじめの未然防止、早期発見の取組の更なる推進を図るため、各

校の取組の集約とともに、効果的な取組を発信し、常に改善を図る

必要がある。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 



２５ 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

いじめの未然防止、早期発見の取組の徹底のため、継続して各

校の取組を田川市生徒指導担当者会で集約するとともに、「田川

市いじめ問題対策委員会」で協議した評価・改善点について、市

内全校への周知・徹底を図る。 

各学校のいじめアンケートの結果や取組内容を田川市いじめ問

題対策連絡協議会において協議し、取組の方向性について確認す

る。 

いじめの定義や認知、未然防止、早期発見・早期対応につい

て、教職員が共通認識し組織的に実践できるよう、年間を通した

児童生徒の実態把握と計画的な研修等について、定例校長会等の

機会を捉え、周知・徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２６ 

重点施策２  ＳＤＧｓの理念の下、「魅力ある学校づくり」に向けて、安全・安心かつ

気持ちよく学べる教育環境づくりに努める 

［施策 No.１０］ 誰一人取り残さない「魅力ある学校づくり」を推進する 

事務事業１ 魅力ある学校づくりの推進 

事業開始年度：令和３年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 全ての子どもたちが希望をもって、友達と楽しく学べる「魅力あ

る学校づくり」を進めるとともに家庭・地域・福祉行政・関係機関

との連携を通して、いじめ・不登校・問題行動等の未然防止に取り

組む。 

事 業 内 容 ① 「キャリア教育の充実」「教育相談機能の向上」を柱に、児童生

徒が行きたいと思える学校づくりを推進する。 

② 魅力ある学校づくり推進校（小１校中１校）を設定し、福岡県

立大学奥村准教授をアドバイザーに、実践的研究に取り組む。 

目 標 ① 学校に「行きたい」「行かなくてはいけない」と回答した児童生

徒割合 小学校８５%以上、中学校９０％以上 

       （魅力ある学校づくり事業３年間を通した目標） 

② 行きたいと思う学校「相談できる先生がいる」と回答した児童

生徒割合 ９０％以上、 

「話を聞いてくれる友達がいる」と回答した児童生徒割合 

９０％以上  （魅力ある学校づくり事業３年間を通した目標） 

③ 新規不登校児童生徒の減少割合 令和２年度比 △１５％ 

 

成 果 ① 実践推進校（弓削田小、弓削田中）における学校に「行きたい」

「行かなくてはいけない」と回答した児童生徒割合は、小学校 

６７.５％、中学校８５.１％であった。  

② 行きたいと思う学校「相談できる先生がいる」と回答した児童

生徒割合は小学校７５.６％、中学校８４.１％であった。 

「話を聞いてくれる友達がいる」と回答した児童生徒の割合は

小学校８５.７％、中学校８６.１％であった。 



２７ 

③ 新規不登校児童生徒の割合は、市内全体で令和２年度が３７.

４％、令和３年度が３１.９％であり、△５.５％であった。目標

には届かなかったが、不登校の未然防止の観点から、各校の教育

相談機能の向上等を推進した成果であると考える。  

課 題 「キャリア教育の充実」「教育相談機能の向上」を柱に、児童生徒が

行きたいと思える学校づくりに向けて、推進校の取組の充実を図る

とともに推進校の効果的な取組を市内全体に周知する必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

福岡県立大学の奥村准教授をはじめ、推進委員会のメンバーによ

る指導助言を参考にし、推進校の研究推進のため、年５回の研修会

（推進委員会を含む）を実施する。 

家庭・地域・福祉行政・関係機関との連携を通した、いじめ・不

登校・問題行動等の未然防止の取組や推進校の効果的な取組の共通

理解のため田川市の全教員を対象とした研修会を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２８ 

［施策 No.１２］ 学校施設を維持管理し、子どもたちが安全かつ安心して学べる教育

環境の整備・充実を図る 

事務事業１ 小学校維持管理事業、中学校維持管理事業 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：１４，１９１千円 

目 的 等 学校の維持管理に関する経費を計上することにより、学校教育を

円滑に推進する。 

 

事 業 内 容 小学校（９校）中学校（８校）学校維持管理に伴う経常的経費 

 

目 標 維持管理経費の適正執行 

 

成 果 学校維持管理に伴う措置された予算について、予定どおり適正な

執行を行った。 

 

課 題 市の緊縮財政に伴い予算額が減少しているため、適正な学校維持

管理を行う上での予算について、更なる精査が必要である。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

管理職及び教職員と協議を行い、必要な予算確保に向け対応する

ことが必要である。 
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［施策 No.１３］ あいさつ運動を通して、学校・家庭・地域のつながりを強化する 

事務事業１ 教育環境整備の充実 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 ＰＴＡや校区活性化協議会、地域ボランティアと連携して、「あい

さつ運動」を展開することにより、安心して気持ちよくすごせる学

校づくりや地域づくりを目指す。 

事 業 内 容 ① 各学校で地域ぐるみでの「あいさつ運動」の取組を位置付ける。 

② 小学校の委員会活動や中学校の生徒会活動において、創意工夫

した「あいさつ運動」を企画するなど、児童生徒の自主的・実践的

な取組として実施する。 

 

目 標 ① 地域ぐるみでの「あいさつ運動」の実施校区 １００％。 

② 生徒会を中心とした生徒主体のあいさつ運動実施中学校 全８校 

 

成 果 ① 学校・家庭・地域が「あいさつ運動」の目的を理解し、登校時

に立つ場所を決めて一緒に実施したり、それぞれが状況に応じ

て自宅前や危険個所で行ったりするなど、「あいさつ運動の取

組」は全ての学校で実施できた。 

② 中学校の生徒会が企画、運営する「あいさつ運動」は、全８校

において実施できた。 

 

課 題 学校・家庭・地域が目的を共有し、コロナ禍においても協働活動と

しての実施できる「あいさつ運動」の在り方を考える必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

新中学校開校を見据えて、地域ボランティアと協力したあいさつ

運動と児童生徒の見守り体制の強化を図る。 

 



３０ 

［施策 No.１４］ コミュニティ・スクールの導入に向けての検討を進める 

事務事業１ コミュニティ・スクール※の検討 

事業開始年度：平成３０年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 学校と地域との組織的・継続的な連携・協働体制を確立するため、

「地域住民への学校公開日」「コミュニティ・スクール」の導入に向

けて検討を始める。 

事 業 内 容 ① 各小中学校において、地域住民への学校公開日の設定を推進す

る。 

② 先進地におけるコミュニティ・スクールの事例を収集し、校長

研修等を通じて周知する。 

③ 学校運営協議会設置に向けた、田川市における学校と地域の連

携・協働体制モデルとなる事例を収集する。 

目 標 ① 市内小中学校の学校公開日実施 ４校以上 

② 管理職を対象としたコミュニティ・スクールに係る研修会実施 

１回以上 

③ 田川市におけるモデル事例の集約 小中各１校 

成 果 ② 管理職研修会において、筑豊教育事務所の社会教育主事を招聘

し、コミュニティ・スクールに係る研修会を実施できた。 

課 題  学校運営協議会と地域学校協働活動を一体的に進めるための具体

的モデルをさらに深めるために、推進校の設置が必要である。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ ①③は新型コロナウイルス感染症の影響により対象外 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

新中学校の開校もふまえ、全小中学校へ導入できるよう、コミュ

ニティ・スクール推進校を決め、推進のためのプロジェクトチーム

を設置するとともに、管理職研修会等を通じてモデル事例の周知を

図る。 

コミュニティ・スクール※ 

学校と保護者や地域がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、

一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を

進める法律（地教行法第４７条の６）に基づいた仕組み 



３１ 

［施策 No.１５］ 安全・安心かつ栄養のバランスの取れた美味しい給食を提供する 

事務事業１ 学校給食運営事業（施策 No.５の一部） 

事業開始年度：平成２９年度 令和３年度事業費（決算額）：３６３，３３５千円 

目 的 等 安全・安心かつ栄養のバランスの取れた美味しい給食を提供する。 

給食の時間を通して、公徳心や基本的マナーを育成する。 

 

事 業 内 容 ① 市内小学校の児童に自校式の学校給食を提供する。 

② 市内中学校の生徒にランチボックス方式の給食を提供する。 

 

目 標 ① 給食試食会実施 ２０回 

② 危険異物の混入 ０件 

 

成 果 ② 危険異物の混入件数は、１件（小学校）であった。 

 

課 題 危険異物混入について、今後も徹底して調理器具等の劣化状況に

ついて、日常的な点検を実施していく必要がある。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ ①は新型コロナウイルス感染症の影響により対象外 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

異物混入に関しては、あってはならない事案であり、今後も０件

を目指していく。そのためにも、調理器具等の劣化状況について、日

常的な点検を実施していくとともに、事案が発生した際の、報告・連

絡・相談体制についての日常的な指導についても徹底を図っていく。 
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［施策 No.１６］ 家庭・関係機関と連携強化して、特別な支援を要する子どもたちの学

力・進路保障に取り組む 

事務事業１ 特別な支援を要する子どもたちの学力・進路保障 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 子ども一人ひとりの発達上の特性や課題に応じた特別支援教育

を、保護者及び関係部署、専門機関（医療機関・特別支援学校）と連

携して推進する。 

事 業 内 容 ① 関係部署（市民生活部他）や専門機関（医療機関・特別支援学

校）と連携して、切れ目のない支援を受けることのできる指導計

画（ふくおか就学サポートノート等）を作成するとともに、田川市

教育支援委員会で個の特性に応じた適切な支援環境を提供する。 

② 特別支援学級に在籍する児童生徒を対象にした合同体験研修を

実施する。 

③ 市主催の特別支援学級担当者研修会を定期開催する。 

④ 個に応じた支援を提供するためのアセスメント及びカウンセリ

ングの充実を図る。 

 

目 標 ① 特別支援学級に在籍する児童生徒の個別の指導計画、支援計画

を作成している割合 １００％ 

② 小学校（中学校）特別支援体験研修実施 １回 

③ 市主催の特別支援学級担当者研修会実施 ３回 

④ 市費による発達障害支援コーディネーター（スクールカウンセ

ラー）派遣 毎月１回 

 

成 果 ① 特別支援学級に在籍する児童生徒の個別の指導計画、支援計画

については全ての学校において作成できた。 

② 小学校、中学校特別支援体験研修については、コロナ禍のため、

リモートとなったが、小学校、中学校それぞれで学校紹介やゲー

ムなどの交流体験を実施できた。 



３３ 

③ 特別支援担当者研修会については、情報交流や効果的な取組の

協議など年３回実施できた。 

④ 市費による発達障害支援コーディネーター（スクールカウンセ

ラー）派遣は１２回実施され、ＷＩＳＣ※１のアセスメントを行っ

た。 

 

課 題 特別な支援を要する子どもの増加をふまえ、通常学級や就学前の

子どもの早期の実態把握や個別の支援、合理的配慮※２についての確

認を関係機関と連携し確実に行っていく必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

校長会や特別支援教育担当者会等において、特別支援教育に関す

る全教職員の理解と指導力向上のための校内研修の充実について依

頼する。 

保健センターや児童相談所、スクールカウンセラー等と連携した

特別な支援を要する子どもの早期の実態把握、対応に努める。 

 

 ＷＩＳＣ※１ 

  知能検査のひとつであり、全般的な知的能力や記憶・処理に関する能力を測ること 

ができるため、発達障がいの診断やサポートの活用されている 

合理的配慮※２ 

  障がい者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になりす 

ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための便宜のこと 

 

 

 

 

 

 



３４ 

［施策 No.１７］ 福祉行政と連携して「土曜数学・英語まなび塾」を拡大・強化し、厳

しい家庭環境の生徒や家庭への支援を強化しながら「学習習慣の育成」

「希望格差解消」を図る 

事務事業１ 「土曜数学・英語まなび塾」の拡大・強化 

事業開始年度：平成２４年度 令和３年度事業費（決算額）：１３，０８４千円  

目 的 等 福祉行政と教育委員会が連携して、土曜数学・英語まなび塾を拡

大・強化し、生徒や家庭への支援を強化しながら、学習習慣の育成や

“希望格差”の解消を図る。 

事 業 内 容 【休日学習推進事業（土曜数学・英語まなび塾）】 

① 希望する中学１年生から３年生までを対象に月３回開催する。 

② 習熟度別学習を充実する。 

③ 社会生活体験活動等を取り入れる。 

④ 英検の受験対策学習を充実する。 

 

目 標 ① 土曜数学・英語まなび塾において、得点化した学習意欲の平均

点の始末比較 １０％アップ 

② 出席率 ６０％以上の出席率 

③ 生徒の定期考査での平均点と各学校平均との差を縮める、又は

各学校平均を上回る 

成 果 ② 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴うまん延防止等重点措置

の実施等もあり、開校できた日数は、令和２年度の１６回から１２回

へ減少したが、出席率は令和２年度の６０．４％から６３．１％へ向

上した。 

③ 参加者５１人中、数学及び英語の２教科とも各学校の定期考査平

均点を上回った生徒は１学期末考査時２１人で、３学期末考査時

も２１人であった。１学期末考査時の数学の各学校平均点を下回

っている生徒２３人中１１人が３学期末考査時と比較して点数差

を縮め、英語の各学校平均点を下回っている生徒２２人中１２人

が同様に点数差を縮めた。 



３５ 

課 題 参加者の習熟度に差がある等、学力に応じた個別支援や個別課題

の提供等、きめ細やかな学習支援の環境整備が必要である。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応により、やむを得ず休

講する等の影響が出ているため、予定通りかつ継続した開講の検討

が必要である。 

教員免許を保有している講師等、有能な人材が不足しており、講

師の確保に苦慮している。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ ①は新型コロナウイルス感染症の影響により対象外 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 現在の目標設定において、本事務事業のみでは成果を図ることが

困難な内容も含まれるため、次年度以降は、本事業の目的に沿った目

標・指標に改善し、家庭への支援や学習習慣の育成等の強化を図った

成果が数値化できるよう見直す。 
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［施策 No.１８］ 教職員の働き方改革を推進し、子どもたちと向き合う時間の確保に

取り組む 

事務事業１ 教職員の働き方改革※の推進 

事業開始年度：平成３０年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 教員と子どもが向き合う時間を確保し、教員の日々の生活にゆと

りを生み出すとともに、いきいきとした教育実践ができる環境づく

りを推進する。 

事 業 内 容 ① 働き方改革検討会議（仮称）を開催し、現場の実態に応じた業務

改善策を検討する。 

② 各学校でＩＣＴを活用した業務改善の取組を行う。 

目 標 ① 業務改善を行った学校 １００％ 

② 市内全小中学校における１人当たり超過勤務時間 平均４５時間以下  

成 果 ① 働き方改革検討会議を開催し、学校における業務改善について

検討し、周知を図ることで全ての学校で業務改善を実施できた。 

② 令和３年度の調査では、全教員の超過勤務時間平均が４３時間

２７分となり、上記目標は達成できた。 

課 題  新たな出退勤システムの導入や市内統一した学校閉庁日や退勤時

間の設定などの具体的な環境整備について推進する必要がある。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

新たな出退勤システムを導入し、管理職による出退勤管理を進め、 

超過勤務傾向にある職員の業務見直しに向け、面談等で改善を図る。 

名称を「田川市働き方改革推進委員会」とし、年間５回の会議を

継続開催し、各校の勤務実態や業務改善の在り方について協議し、

田川市全体で推進すること、各校で推進すること等、具体的な方策

を示し、確実な改善を図る。 

（学校における）働き方改革※ 

学校を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大する中にお

いて教員一人一人の心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいを持って職務に従事で

きる環境の整備について文部科学省が掲げる指針 

 



３７ 

［施策 No.１９］ 田川市立教育研究所のあり方を見直し、教育と福祉の連携における

教育支援拠点としての機能を強化する 

事務事業１ 田川市立教育研究所の見直し 

事業開始年度：令和３年度 令和３年度事業費（決算額）： ６，３７９千円 

目 的 等 「不登校・虐待等の未然防止」「発達障がい児への支援充実」「ＩＣ

Ｔ教育推進等に係る教職員支援」等、時代に応じた社会的ニーズに

対応した教育支援センターとして組織改革を行い、その機能の強化・

拡大・充実を図る。 

 

事 業 内 容 ① スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）※１、発達障害支援コー

ディネーター※２を配置した「教育支援・相談」部門は、福祉行政

との連携を基盤に、児童生徒・保護者の困り感に寄り添った相談

支援を行う。 

② ＩＣＴ支援員を配置した「教育研究・研修」部門では、教員の指

導力向上を図る支援を行う。 

目 標 ① 福祉行政と連携し支援した児童生徒の支援件数 １３０件 

（令和２年度３人のＳＳＷによる支援件数１０９件） 

② 発達障害支援コーディネーターによるアセスメント ３０件 

③ 児童生徒が「情報活用能力が身に付いている」と実感している

割合 ９０％以上 

 

成 果 ① 令和３年度のＳＳＷ(２名)が子育て支援課等と連携し役割分担

を明確にして行ったケース会議の実施、家庭訪問、面談等の支援

件数は２０６件であった。 

② 発達障害支援コーディネーターによるアセスメントは２１件実

施できた。 

③ 児童生徒が「情報活用能力が身に付いている」と実感している

割合は小学校７７.３％、中学校８７.４％であった。 

 



３８ 

課 題  「教育研究・研修班」と「教育支援・相談班」の２班体制による組

織的な取組を充実させ、学校の要望等に応じてＳＳＷやＩＣＴ支援

員のより効果的な活用を図る必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

教育支援センターの機能強化のため、「教育研究・研修班」「教育支

援・相談班」の各班長と学校教育課との連絡会議を週１回実施する。 

ＳＳＷやＩＣＴ支援員の派遣に関する学校からの要望について

は、内容に応じて各班長が判断し、効果的な活用を図る。 

 

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）※１ 

いじめや不登校、虐待、貧困等、学校や日常生活における問題に直面する子どもを

支援する社会福祉の専門家 

発達障害支援コーディネーター※２ 

  子どもの発達とその支援に関する知識と経験を有しており、子どもの発達および家 

族の支援を適切に行える人材で、かつ、子ども・家族の支援に必要と考えられる関係 

機関を調整し、支援をコーディネートできる専門家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３９ 

重点施策３  特色ある学校教育を通して、「田川ならではの教育」を推進する 

［施策 No.２０］ 福祉行政・関係機関との連携を強化し、乳児期・就学前・学齢期・高

校への切れ目のない包括的な支援を進め、全ての子どもたちの学力・

進路保障に取り組む 

事務事業１ 福祉行政・関係機関との連携強化 

事業開始年度：平成２９年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 福祉行政・関係機関との連携を強化した、乳児期・就学前・学齢

期・高校への切れ目のない包括的な支援を進め、全ての子どもの学

力・進路保障に取り組む。 

事 業 内 容 教育支援センターと福祉行政の連携会議を開催し、要支援児童生

徒、要支援家庭の情報共有と特徴を生かした直接支援を実施し、切

れ目のない包括的な支援の充実を図る。 

目 標 ① 不登校の児童生徒の解消・復帰数 １０人以上 

② 要支援児童生徒の直接支援 ２０人以上 

 

成 果 ① 令和３年度の不登校の児童生徒の解消・復帰数は不登校児童生

徒数１３４人中２８人(２０．９％)であった。 

【令和２年度:１１７人中２７人(２３％)】 

(参考) 

○不登校児童生徒数(千人当たりの数) 

 令和３年度:田川市３６．９人 福岡県:未発表 

 令和２年度:田川市３２．１人 福岡県:２３．５人 

○新規不登校児童生徒の割合 

令和３年度:１３４人中４３人(３２．１％) 

令和２年度:１１７人中４４人(３７.６％) 

  不登校の未然防止の観点も踏まえ、ＳＳＷを中心に、不登校児

童生徒への継続した取組や気になる児童生徒の情報共有、教育相

談等を行ったことで、不登校児童生徒の学校復帰や新規不登校の

割合の減少につながった。 

② 要支援児童生徒の直接支援は２５人であった。教育支援センタ

ーと福祉行政との連絡会議を定期的に実施し、ＳＳＷが虐待事案

を中心に面談や家庭訪問等の直接支援を行い、課題解決を進めた。  



４０ 

課 題  不登校については、同一家庭内兄弟姉妹が不登校の状況が全不登

校児童生徒数の半数程度ある。児童生徒の生活環境に働きかけが必

須であり、福祉行政を含めた関係機関との役割分担による支援が必

要である。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

福祉行政との実務者連携会議を定期的に開催し、ケースに応じた 

生活環境の改善を図る具体案を協議し対応するとともに、ＳＳＷの

適切な派遣を実施する。 

「魅力ある学校づくりを通した不登校未然防止事業」推進校の効

果的な取組を市内全校へ発信するための研修会を実施する。 

各校の不登校等の状況把握や支援策の協議のための生徒指導担当

者会議を定期的に開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４１ 

［施策 No.２１］ 社会の変化に対応できる力（情報収集力や活用能力等）を身に付ける

ため、最先端の情報教育研究者及び学校現場代表等で組織する「田川

市ＩＣＴ教育推進本部」を中心に行政・学校・まちぐるみでＩＣＴ教

育を推進する 

事務事業１ 小学校・中学校ＩＣＴ教育環境整備事業（施策 No.６と重複） 

事業開始年度：平成２８年度 令和３年度事業費（決算額）：４１，６５５千円 

目 的 等 有識者や企業関係者、学校代表、教育委員会関係者で構成する「田

川市ＩＣＴ教育推進本部」を中心に、田川ならではの教育の情報化

「田川スタイル」の確立及び近隣自治体との連携を図る。 

 

事 業 内 容 ① 田川市ＩＣＴ教育推進本部において、機器整備や教員研修の検

討及び効果検証を行う。 

② 市内教員や児童生徒を対象にしたＩＣＴ教育に関するアンケー

トを実施し、ＩＣＴ活用指導力やタブレット活用の実態を把握し、

評価・改善を図る。 

③ 教育の情報化の取組を市民に積極的に発信するとともに、近隣

自治体との連携を強化する。 

 

目 標 ① 田川市ＩＣＴ教育推進本部及び下部組織の作業部会の定期開催 

推進本部会議 ２回、作業部会 ３回 

② ＩＣＴ教育に関するアンケートにおけるＩＣＴ活用指導力 

９０％以上 

アンケートで「タブレット端末を毎日１回以上活用している」

と回答した児童の割合 ８０％以上 

③ 教育の情報化に関する取組を、市の広報紙や各校の学校通信、

マスコミ各社に発信 ２回以上 

④ 近隣自治体と連携したＩＣＴ教育機器を活用した授業公開実施 

２回以上 

 



４２ 

成 果 ① 令和３年度は、田川市ＩＣＴ教育推進本部会議を１回（１回は

まん延防止措置期間のため中止）、作業部会ＩＣＴ連絡会を３回、

それぞれ実施することができた。 

② 令和３年度のＩＣＴアンケートの結果によると、ＩＣＴ活用指

導力があると回答した市内教員の割合は小学校で１００％、中学

校で９８．１％となるなど高い数値を示しており、これまでの本

市の取組の成果がうかがえる。また、１日１回以上タブレット端

末を活用した割合は、小学校では２１．４％、中学校では３．７％

と目標値には届いてはいないが、タブレットＰＣを使いながら学

習する機会は、確実に増加した。 

③ 教育委員会の広報紙「GuRuMi」において、「各校におけるタブ

レット端末の活用状況（令和３年７月号）」「情報モラル、健康面

に関する啓発（令和３年１０月）」の計２回、情報を発信した。 

④ 近隣自治体と連携したＩＣＴ教育機器を活用した授業公開につ

いては、リモートにて予定通り２回実施することができた。 

 

課 題 学習者用のタブレット端末の活用は進んでいるものの、学校種や

教科によって使用頻度に偏りが見られる。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

児童生徒の「情報活用能力」の育成に向けて、学校種や教科を問わ

ず、様々な場面でタブレット端末を活用した学習が行われるように、

活用年間計画の策定及び効果的な活用に向けた教員研修を計画的に

実施する。 

 

 

 

 



４３ 

［施策 No.２２］ 青山学院大学との連携をさらに強化し、田川市英語教育小中一貫プ

ログラムを田川市全体で実践し、読む・書く・話す・聞くの４技能及

びコミュニケーション能力・異文化理解力を育成する 

事務事業１ 英語教育推進事業 

事業開始年度：平成２７年度 令和３年度事業費（決算額）：１８，３００千円 

目 的 等 小中学校における外国語教育の充実を図る。 

主体的に外国語を学び、外国語によるコミュニケーションを図る

ことができる子どもを育成する。 

 

事 業 内 容 ① 外国語指導助手（３人）を市内全小中学校に派遣して英語の発

音や会話を体得するだけでなく、異国の生活習慣や文化を学ぶ。 

② 平成２７年１２月に締結された青山学院大学との包括連携協定

に基づく英語教育の充実を図る。 

③ 英語力向上に対する意欲の向上、英語教育充実の取組の検証に

係る小学校６年生及び中学校３年生に対する実用英語技能検定を

実施する。 

目 標 ① 外国語指導助手を活用した外国語科授業の公開と青山学院大学

教授参加による教員研修を年間２回実施する。 

② 中学校３年までに英語検定３級以上取得割合 ３５％ 

 

成 果 ① 令和３年度の外国語教育に関する教員研修会は、授業公開校（鎮

西中学校、田川小学校）にて年２回実施することができた。  

② 令和３年１０月に市内全中学３年生を対象に英語検定を実施し

た結果、合格率は５１．６％であったが、３級以上の合格者の割合

１７．１％にとどまった。 

 

課 題  中学３年生の英語検定受検者のうち、３級以上を受検した割合は、 

令和２年度との比較で△９．４％（３６．１％）となった。 

 



４４ 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

新学習指導要領で示された、「読む」、「書く」、「話す」、「聞く」の

４技能をバランスよく総合的に育成するための外国語科授業のあり

方について、青山学院大学と連携協定した田川市外国語教育研修会

において理解を深める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４５ 

［施策 No.２３］ 学校・家庭・地域・行政が連携して、放課後の子どもの居場所づくり

や全ての子どもたちの良さ・個性及び興味・関心を伸ばす環境づくり

を支援する 

事務事業１ 放課後児童健全育成事業 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：９１，８０９千円 

目 的 等 保護者が就労などで家にいない家庭における児童（小学校１年生

～６年生)に遊びや生活の場を与え、生活指導や学習習慣の育成を行

い、児童の健全育成を図る。 

事 業 内 容 市内小学校９校の余裕教室などを使用して、児童に遊びや生活の

場を与え、生活指導や学習習慣の育成につながる支援を実施する（開

所日数：２８９日）。 

 

目 標 中高学年児童に対する学習支援の実施施設率 １００％（９施設） 

成 果 コロナ禍の影響により実施できなかった。 

 

 

課 題 実施に向けたボランティアの確保と学校との調整が必要である。 

 

 

自 己 評 価 【 ― 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により対象外 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 ボランティアの確保について、福岡県立大学と協議を行うととも

に、他の団体にも目的等を説明し依頼を行う。 

 

 

 

 



４６ 

［施策 No.２４］ 子どもたちが郷土学習等で学んだことをいかしながら、地域行事や

ボランティア活動等の奉仕活動に積極的に参加できるように支援する 

事務事業１ 地域行事やボランティア活動等の参加支援 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 ふるさと田川の文化や歴史に深い愛着と誇りを持ち、田川のよさを

発信する児童生徒を学校・家庭・地域が協働で育成するとともに、よ

りよい地域・社会づくりに貢献する活動を支援する。 

事 業 内 容  地域活動への参加を主体的に参加する態度の育成に向けて、地域と

連携した学習や体験学習を教育指導計画に位置付ける。 

目 標 全国学力・学習状況調査※において、地域活動に積極的に参加して

いる児童生徒の割合 前回調査より１０％アップ 

成 果 令和３年度全国学力・学習状況調査において、地域活動に積極的に

参加している児童生徒の割合は小学校３５.８％、中学校３３.７％で

あった。 

【令和元年度 小学校:３５.７％、中学校:２０.３％（２年度調査な

し）】 

コロナ禍においても地域と連携した学習や体験活動を各学校が工

夫しながら実施した成果であると考える。 

課 題  コロナ禍の影響で、地域行事やボランティア活動等が実施できない

現状があり、各校区で工夫した取組が求められる。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

地域のよさに気づき、地域を誇りに思う児童生徒を育てるため、

地域人材の活用や体験活動等の年間計画の見直しを各校に助言する。 

児童生徒が地域活動へ主体的に参加する態度の育成に向けて、 

ＰＴＡや校区活性化協議会等と協議し、コロナ禍における地域行事等

の実施方法について協議するよう、定例校長会等で周知する。 

全国学力・学習状況調査※ 

全国の小中学校の最高学年（小学校６年生、中学校３年生）全員を対象として毎年

行われる調査 



４７ 

［施策 No.２５］ 幼稚園、保育所（園）、小学校及び中学校との連携により、子どもた

ちの基本的生活習慣の確立と小一プロブレム、中一ギャップの解消に

努める 

事務事業１ 小 1 プロブレム、中 1 ギャップの解消 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 小 1 プロブレム、中 1 ギャップの解消を図り、子どもたちの基本

的生活習慣の確立を図るため、幼稚園、保育所、小学校及び中学校の

連携を図る。 

 

 

事 業 内 容 ① 魅力ある学校づくりの取組を進め、就学前、校種間連携による

情報共有と協働教育活動を実施する。 

② 「個別の支援計画」「キャリア・パスポート」の引継ぎを通して、

子どもの自立を図る取組を就学前、校種間において引き継ぐ。 

③ 入学時において、児童生徒の特性、発達課題、教育環境等の教育

支援に必要な情報を適切に、確実に引き継ぐ。 

④ 小学校及び中学校 1 年生での新規不登校児童生徒数の減少を目

指す（令和２年度小 1：２名、中１：１２名）。 

 

 

目 標 新規不登校児童生徒数 小学校２名以下、中学校１２名以下  

 

成 果 令和３年度の小学校及び中学校 1 年生での新規不登校児童生徒数

は、小学校１年生３名、中学校１年生１０名であった。 

 

課 題  地域の子どもたちの実態を共通認識するために保幼小中の関係者

による定期的な連絡会を実施し、発達段階に応じた相互交流活動等

の取組について協議し、実施する必要がある。 

 



４８ 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

各校区の保幼小中の関係者による定期的な連絡会の開催につい

て、校長会や人権・同和教育担当者研修会等で周知し、子どもの実態

に即した早期の対応について指導するとともに、市教委が田川市保

健センター等と連携し、適切に学校と情報共有を図るようにする。 

子どもの不安を解消するため、保育所、幼稚園と小学校、小学校と

中学校の相互交流活動（オンラインでの交流等）を計画的に工夫し

て実施するよう指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４９ 

［施策 No.２６］ 小中学校での学習支援や不登校児童・生徒への支援、「土曜数学・英

語まなび塾」「放課後児童クラブ」「放課後チャレンジ教室」への指導・

支援、交換留学生を招いての国際理解教育、教職課程の学生のインタ

ーンシップ制度、社会福祉士の教育実習の受け入れ等を通して、福岡

県立大学との連携をさらに拡大・強化する 

事務事業１ 福岡県立大学との連携 

事業開始年度：平成２２年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 平成２２年１０月に福岡県立大学（以下「県立大学」という。）と

の包括的連携に関する協定が結ばれ、県立大学と幼稚園、小学校、中

学校との連携（学習支援・不登校生徒への支援等）は進んでおり、成

果が見え始めている。令和元年度は、社会福祉士の教育実習の受入

等、今まで以上に教育機関と県立大学との連携を強化する。 

 

事 業 内 容 ① 市内の小学校及び中学校をモデル校とし、留学生等の活用によ

る国際理解教育を展開する。 

② 県立大学の学生ボランティアを活用した放課後児童クラブでの

学習支援、土曜数学・英語まなび塾を実施する。 

 

目 標 ① 留学生等の活用による国際理解教育実施 １校以上 

② 県立大学生を活用した放課後児童クラブでの学習支援を実施 

 ３校区以上 

成 果 コロナ禍の影響により実施できていない。 

課 題  コロナ禍の影響から県立大学のボランティアサークルが無くなっ

ている状況である。新たな連携の方法についての検討が必要である。 

自 己 評 価 【 ― 】※ ①②は新型コロナウイルス感染症の影響により対象外 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

県立大学との連携の方法についての検討を行う。  

留学生等の活用による国際理解教育実施については、実施方法を

工夫するなどして市内１校以上で実施する。 

 



５０ 

［施策 No.２７］ 田川市中学校生徒会サミットの内容をさらに充実させ、令和５年度

の新中学校開校を見据えて、市内各中学生同士のつながりを強化して

いく 

事務事業１ 市内各中学生同士のつながりの強化 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 田川市中学校生徒会サミット※（以下「生徒会サミット」という。）

を開催し、交流活動・自主規律づくり等を通して、令和５年度の新中

学校開校を見据え中学校間の相互交流を深め、生徒の自主性・自治力

を強化する。 

事 業 内 容 交流活動・自主規律づくり等を通して、各学校の生徒会活動を活性

化させ、中学校間のつながりを強化する生徒会サミットを開催する。 

生徒会サミットを通して、中学校間のつながりの強化を図るととも

に各学校の生徒会活動を活性化させ、生徒の自主性・自治力を向上さ

せる。 

目 標 生徒会サミットを開催 ２回 

成 果 コロナ禍ではあったが、リモートにより年間２回の生徒会サミット

を開催することができた。令和３年８月の第１２回生徒会サミットで

は、各校でのコロナ禍における生徒会活動について実践交流がなされ

た。これまで以上に活発な意見交流がなされるなど、大変有意義な機

会となった。 

課 題 生徒の自主性・自治力を強化するため、話し合ったことが、その後

の生徒会活動に活かすことのできる実効性のある生徒会サミットに

していく必要がある。 

自 己 評 価 【 Ａ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

新中学校再編後の学校生活の充実につながる議題の設定  

小学校への生徒会サミットへの参加要請 

田川市中学校生徒会サミット※ 

 田川市の中学校８校（小中一貫校含む）の生徒会役員が一堂に集い、他校の生徒た

ちと意見を交わす会議 

 



５１ 

［施策 No.２８］ 子どもたちが「図書館を使った調べる学習コンクール」「夏休み研究

展」「子ども学芸員講座」を通して、自らの「知識・技能」「思考力」

「表現力」「追究力」を高めていけるように支援する 

事務事業１ 児童生徒参加型イベントによる学ぶ力の育成 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 文化的な児童生徒参加イベントを通して、児童生徒の「自ら進ん

で考える力」、「自らの考えを発信する力（プレゼン力）」「学び続ける

力」の育成を目指す。 

事 業 内 容 ① 市内児童生徒を対象にした「図書館を使った調べる学習コンク

ール」「夏休み自由研究作品展」「子ども学芸員講座」を実施する。 

② プレゼン力育成を目指し、「夏休み自由研究作品展」において、

プレゼン部門を実施する。 

目 標 ① 市内児童生徒対象のイベントへの参加率 ５０％以上 

② 各小学校からの「夏休み自由研究作品展」でのプレゼン部門参

加率 １００％ 

成 果 ① 令和３年度の市内児童生徒対象のイベントへの参加率は、 

約１０％であったが、参加者の感想等は大変好評であった。 

② 令和３年度「自由研究作品展プレゼン部門」については、市内 

全小学校から１００％の参加率を達成した。 

 

課 題 イベントへの積極的な参加につながる各校での計画的且つ段階的

な取組の促進が必要である。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

自由研究作品展プレゼン部門の参加者を選ぶ校内でのプレゼン大

会の開催など、市内児童のプレゼン力育成に向けた各校での継続的

な取組が必要である。 

 

 



５２ 

重点施策１  確かな学力、豊かな心、郷土愛、志向性、健やかな体を育む学校教育を

推進する 

［施策 No.１］ 市内全小中学校で「学力ステップアップ事業」に取り組み、教師の指導

力向上を図るとともに、全ての子どもたちに「確かな学力」を保障する 

事務事業２ 教師の指導力向上事業 

事業開始年度：昭和３６年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 教師の指導力の向上を図る。 

事 業 内 容 ① 委嘱研究員研修会の実施 

② 「田川市教育論文」及び「ふくおか教育論文」の募集 

③ 「筑豊地区教育研究所連絡協議会」及び「福岡県教育研究所連

盟」との連携 

 

目 標 ① 委嘱研究員研修会実施 ５回 

② 全小中学校から「田川市教育論文」及び「ふくおか教育論文」へ

の応募 

 

成 果 ① 市委嘱研究員研修会を年間５回開催することができた。 

② 全小・中学校からの教育論文提出１００％を達成した。さらに、 

ふくおか教育論文に田川市内より２名が入賞（佳作）することが 

できた。 

 

課 題 委嘱研究員が、教育論文作成の必要性を感じ、今後の教育実践に

つなげることができる支援体制の確立が必要である。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

主体性をもって、無理なく計画的に論文作成ができるように、論

文構成シートの作成・活用及び筑豊教育事務所と連携した個別の指

導・支援体制の確立を進める。 

 

令和３年度実施事業 自己点検・評価シート（学校教育課 教育支援センター） 



５３ 

重点施策２  ＳＤＧｓの理念の下、「魅力ある学校づくり」に向けて、安全・安心かつ

気持ちよく学べる教育環境づくりに努める 

［施策 No.１０］ 誰一人取り残さない「魅力ある学校づくり」を推進する 

事務事業２ スクールソーシャルワーカーの迅速で効果的な業務遂行に向けた

運用 

事業開始年度：令和３年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 福祉的支援を要する児童生徒・保護者への支援の提供 

 

事 業 内 容 ① 学校からの各種相談・支援依頼の情報の整理 

② 福祉部門をはじめとする関係職員との役割の分担 

③ スクールソーシャルワーカーの配置 

目 標 ① スクールソーシャルワーカーを利用して「よかった」「ややよか

った」と答えた学校の割合 ９０％以上 

② 新規不登校児童生徒の減少割合 令和２年度比 △１５％ 

成 果 ① スクールソーシャルワーカーの活用に関する調査は実施してい

ないが、学校長や人権・同和教育担当者等への聞き取りでは、全

ての学校においてスクールソーシャルワーカーの活用については

有効だったとの回答があり、目標は達成できたと考える。 

② 新規不登校児童生徒の割合は、市内全体で令和２年度が 

３７.６％、令和３年度が３２.１％であり、△５.５％であった。 

 

課 題  スクールソーシャルワーカーによる直接支援のケースを増やすた

め、ケースの絞り込みや適切な派遣が必要である。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

令和３年度はスクールソーシャルワーカー２名での運用であった

が、次年度は３名の予定である。拠点校方式での配置とし、直接支援

ができるよう、学校への派遣、ケースの絞り込みを学校と連携しな

がら実施する。 

 



５４ 

事務事業３ 福岡県立大学との連携事業 

事業開始年度：令和３年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 不登校児童生徒の未然防止 

 

 

事 業 内 容 「魅力ある学校づくり」に向けた取組についての指導・助言を受

ける。 

 

目 標 新規不登校児童生徒の減少割合 令和２年度比 △１５％ 

 

 

成 果 新規不登校児童生徒の割合は、市内全体で令和２年度が 

３７.６％、令和３年度が３２．１％であり、△５.５％であった。 

「魅力ある学校づくりを通した不登校未然防止事業」推進委員会

を組織し、福岡県立大学奥村准教授や不登校・ひきこもり支援セン

ター吉丸先生の指導を受け、推進校での実践を行うことができた。 

 

 

課 題  推進校での効果的な取組を市内各校へ周知し、各校での取組に拡

充していく必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

より具体的な指導助言を得られるよう「魅力ある学校づくりを通

した不登校未然防止事業」推進委員会の推進校学校視察を実施する。 

推進校の効果的な取組を市内全校へ発信するための研修会を実施

する。 

 

 

 



５５ 

事務事業４ 適応指導教室に関する事業 

事業開始年度：平成１６年度 令和３年度事業費（決算額）：  ８，５４７ 千円 

目 的 等 在室児童生徒の学校復帰及び社会的自立の支援 

 

事 業 内 容 在室児童生徒の在籍校との連携及び組織的、計画的な個別カウン

セリング、集団での指導、教科指導等の実施 

 

目 標 ① 在室している児童生徒がチャレンジ登校を行う割合 ５０％以上 

② 適応指導教室での生活に「満足している」「やや満足している」

と感じている児童生徒の割合 ８０％以上 

 

成 果 ①  適応指導教室へ通室した１０名の生徒のうち学校復帰までは

至らなかったが、生徒５人（５０％）が在籍校へのチャレンジ登

校を行った。 

②  通室生徒への調査は行っていないが、３年生５名の内４名は

希望に沿って高校進学を果たすことができた。 

課 題  本教室に入級したものの通室できていない生徒への対応やチャレ

ンジ登校につなげるための手立てについて、在籍校や保護者と連携

協議しながら生徒の実態に応じて取り組んでいく必要がある。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

今後も在籍校とともにより一層、生徒との信頼関係を深め、学習

支援はもとより、栽培活動、調理実習、体験学習を通して社会性を

育てる。また在籍校と指導員が連携し、タブレットを活用して学力

の向上と本人のコミュニケーション能力を高め、在籍校の生徒や先

生方に親しみ、他者の意見を知って自分も発信できるよう支援す

る。 

 

 

 



５６ 

［施策 No.１６］ 家庭・関係機関と連携強化して、特別な支援を要する子どもたちの学

力・進路保障に取り組む 

事務事業２ 発達障害児へのアセスメント調整事業（施策 No.２０と重複） 

事業開始年度：令和３年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 専門的な知識・経験・資格（臨床心理士）を有する者を配置し、発

達障害の可能性のある児童生徒に対するアセスメント実施や保護者に

対する助言・情報提供を行い、一人一人のニーズに応じた適切な支援

及び教育環境の提供 

 

事 業 内 容 ① 発達障害支援コーディネーター（臨床心理士）によるアセスメン

ト（発達検査）の実施 

② 学校や保護者に対して必要な支援に関する助言 

③ アセスメントの実施に向けた医療機関及び県派遣スクールカウン

セラー※との連絡調整 

④ 市内学校への定期的な巡回指導 

 

目  標 特別支援学級（学校）入級等に関するアセスメント実施率 １００％ 

 

成 果 特別支援学級入級等に関するアセスメント（発達検査）は１００％

実施できた。 

課 題  特別支援学級入級希望者が増加しており、田川市教育支援委員会 

での適切な協議のため、アセスメント（発達検査）実施や保護者への 

説明の調整が必要である。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 市費による発達障害支援コーディネーター（臨床心理士）のアセ 

スメント時間を増加するとともに、医療機関及び県派遣スクールカ 

ウンセラーとの連絡調整を行う。 

スクールカウンセラー※ 

児童生徒の心の悩みに対応することを目的とする専門家 



５７ 

重点施策３  特色ある学校教育を通して、「田川ならではの教育」を推進する 

［施策 No.２０］ 福祉行政・関係機関との連携を強化し、乳児期・就学前・学齢期・高

校への切れ目のない包括的な支援を進め、全ての子どもたちの学力・

進路保障に取り組む 

事務事業２ 発達障害児へのアセスメント調整事業（施策 No.１６と重複） 

事業開始年度：令和３年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 専門的な知識・経験・資格（臨床心理士）を有する者を配置し、発

達障害の可能性のある児童生徒に対するアセスメント実施や保護者に

対する助言・情報提供を行い、一人一人のニーズに応じた適切な支援

及び教育環境の提供 

 

事 業 内 容 ① 発達障害支援コーディネーター（臨床心理士）によるアセスメン

ト（発達検査）の実施 

② 学校や保護者に対して必要な支援に関する助言 

③ アセスメントの実施に向けた医療機関及び県派遣スクールカウン

セラーとの連絡調整 

④ 市内学校への定期的な巡回指導 

目   標 特別支援学級（学校）入級等に関するアセスメント実施率 １００％  

 

成 果 特別支援学級入級等に関するアセスメント（発達検査）は１００％

実施できた。 

課 題 特別支援学級入級希望者が増加しており、田川市教育支援委員会で

の適切な協議のため、アセスメント（発達検査）実施や保護者への説

明の調整が必要である。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

市費による発達障害支援コーディネーター（臨床心理士）のアセス

メント時間を増加するとともに、医療機関及び県派遣スクールカウン

セラーとの連絡調整を行う。 
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［施策 No.２８］ 子どもたちが「図書館を使った調べる学習コンクール」「夏休み研究

展」「子ども学芸員講座」を通して、自らの「知識・技能」「思考力」

「表現力」「追究力」を高めていけるように支援する 

事務事業２ 「夏休み自由研究展」の実施 

事業開始年度：平成３年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 自然や社会事象等への興味関心を高め、自主的に学習する態度や

研究したことを適切に表現する力を育成する。 

 

事 業 内 容 ① 自然や社会事象について疑問に思ったことや不思議に思ったこ

となどについて調べたり実験したりしてその結果をわかりやすく

まとめた作品の募集 

② 応募作品の展示と応募者全員への賞状と作品の良い点を書いた

「所感」の進呈 

 

目 標 ① 応募人数 全児童生徒の１割以上 

 

成 果 ① 令和３年度の応募人数は、全児童生徒の４.５％であり、目標の

達成には至らなかった。 

② 応募児童生徒全員分の作品を展示するとともに、応募者全員へ

の賞状と作品の良い点を書いた「所感」を贈ることができた。 

 

課 題 作品数の増加と質的向上を図る必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

作品展の事前周知と、作品展の周知方法の工夫（市広報紙での周

知等）を図る。 
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重点施策２  ＳＤＧｓの理念の下、「魅力ある学校づくり」に向けて、安全・安心かつ

気持ちよく学べる教育環境づくりに努める 

［施策 No.１１］ 学校・保護者・地域住民と連携しながら、学力・社会性・個性を思

い切り伸ばせるハード面・ソフト面とも充実した新中学校創設を推進

する 

事務事業１ 新中学校建設事業 

事業開始年度：令和元年度 令和３年度事業費（決算額）：３，９１１，６６０千円 

目 的 等 子どもたちが快適な環境かつ豊かな人間関係で、切磋琢磨して豊か

な人間性、確かな学力、健康・体力・自立心等を身に付け、充実した

学校生活が送れるように保護者、地域住民及び教職員とともに新中学

校の創設に取り組む。 

事 業 内 容 市立中学校の適正規模化を推進し、必要な施設建設等を行う。 

目 標 ① 校舎棟、屋内運動場棟、部室棟等の建設 

② 建築物付帯設備、グラウンド等の整備 

 

成 果 ① 校舎棟及び屋内運動場棟の建設は工程どおりの進捗。田川東中学

校の部室棟は契約済み。田川西中学校の部室棟は令和４年度に契約

後、建設予定。 

② 建築工事の進捗に従い、建築物付帯設備工事も工程どおりの進

捗。グラウンド整備については、校舎棟等の建設工事終了後に実施

予定。 

課 題  新型コロナウィルス感染症の影響により、学校建設現場でも感染者

が出た。今後も、現場における感染拡大及びウクライナ問題に伴う資

材不足等の影響から工事の遅延が懸念される。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

 令和５年４月の新中学校の開校は確実に遂行すべき目標であるた

め、今後も工事予定どおりの工程管理を行う。 

 

 

令和３年度実施事業 自己点検・評価シート（新中学再編推進室） 
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事務事業２ 中学校適正規模推進事業 

事業開始年度：令和元年度 令和３年度事業費（決算額）： ６，１２２千円 

目 的 等 子どもたちが快適な環境かつ豊かな人間関係で、切磋琢磨して豊

かな人間性、確かな学力、健康・体力・自立心等を身に付け、充実し

た学校生活が送れるように保護者、地域住民及び教職員とともに新

中学校の創設に取り組む。 

 

事 業 内 容 開校又は開校後に生じる課題解決のため、保護者、地域住民、教職

員等で構成する新中学校開校準備協議会を運営し、開校に係るソフ

ト面について協議、検討する。 

 

目 標 ① 校歌、校章等の策定 

② 制服、体操服等のデザインの決定 

③ 通学ルートの選定、通学方法等の決定 

④ 学校備品等について検討 

 

 

成 果 ① 校章は策定後、教育委員会で決定。校歌は作詞者、作曲者が決定

し、歌詞は完成しており、曲の制作中。 

② 制服及び体操服は決定した（令和４年度から新入生着用）。 

③ 通学ルートは選定後、交通安全プログラムに反映した。今後、追

加した必要箇所の整備を予定。通学方法については、距離基準や

スクールバスルートの案を決定。 

④ 学校備品等については、新中学校への必要備品、廃棄備品等に

分類し、引越作業を円滑に進める準備を進めている。 

以上の事項も含め、１２月に中間報告書をまとめ、令和４年３月

に住民説明会を開催した。 
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課 題 

 

 

① 当初依頼した作詞作曲者から辞退され、再選定となり遅延した。 

令和４年の秋までに校歌を作成し、教育委員会で決定予定。 

② ― 

③ 令和４年３月に開催した住民説明会で、通学方法の距離基準や

スクールバスの運行ルートの案に対して、運行ルート、停留所の

増や距離基準の緩和等の要望があった。また児童生徒のアンケー

ト結果を基に再検討予定。１０月開催予定の保護者説明会には確

定したルートや停留所を提示。 

④ ３学期終了後の短期間での引越作業となり、事前の準備が課題。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

 令和５年４月の新中学校の開校までに残る検討課題についても、

新中学校開校準備協議会において、協議、検討する。また、決定事項

について、１０月に保護者説明会を実施する。 
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 重点施策２  ＳＤＧｓの理念の下、「魅力ある学校づくり」に向けて、安全・安心かつ

気持ちよく学べる教育環境づくりに努める 

［施策 No.１２］ 学校施設を維持管理し、子どもたちが安全かつ安心して学べる教育

環境の整備・充実を図る 

事務事業２ 小中学校施設維持管理等事業 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：１４９，０８３千円 

目 的 等 児童生徒が安全・安心に学校生活を送ることができるよう学校施

設の維持管理等を行う。 

 

事 業 内 容 ① 学校施設の維持管理、必要に応じバリアフリー化の実施 

② 弓削田中、田川中、鎮西中、金川中、中央中への空調整備（レン

タル） 

 

目 標 ① 必要なバリアフリー化の実施率 １００％ 

② 普通教室等へのエアコン設置率 １００％ 

 

成 果 ① バリアフリー化の要望（小学校３件、中学校１件）について、全   

 ての要望に対応することができた。 

② 小中学校における普通教室へのエアコンの設置率 １００％ 

 

課 題 大規模なバリアフリー化が必要となった場合には、予算措置等の

対応が発生するため時間を要することがある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

小中学校から必要となる施設の改善依頼に応じ、修繕等を行い施

設のバリアフリー化を含めた環境整備の充実を図る。 

普通教室のエアコン設置率を維持していく。 

 

 

令和３年度実施事業 自己点検・評価シート（教育総務課） 
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重点施策４ 強い絆で結ばれた地域共同体づくりを推進する 

［施策 No.２９］ 全市民で「笑顔のハッピーオーラあいさつ運動」を強化する 

事務事業１ 青少年対策事業（施策 No.３６の一部） 

事業開始年度： 令和２年度 令和３年度事業費（決算額）：    １５千円 

目 的 等 全ての住民が笑顔であいさつを交わすことで、田川の明るいイメ

ージづくりを推進する。 

市内小中学校を中心に、学校と地域が連携して“笑顔のハッピー

オーラあいさつ運動”に取り組むことで、強い絆で結ばれた家庭・

地域社会を醸成する。 

 

事 業 内 容 ① ポスターを作成し、学校・公民館・施設等に配布して、あいさ 

つ運動の意義や必要性等を周知する。 

② 青色パトカー巡回時にあいさつ運動の啓発にも取り組み、機運

を高める。 

③ 運動のロゴマークを作成し、使用することで周知を図る。  

④ 関係機関等と活動内容を協議し、実施する。  

 

目 標 あいさつ運動推進ポスター、ロゴマークの作成及びそれを活用し

たあいさつ運動の推進（継続） 

 

成 果 啓発ポスターを作成し、各小中学校、市民会館等の関係施設及び

コミュニティバスに掲示し、あいさつ運動の啓発活動を実施した。

また、青色パトカーの巡回時に関係団体の乗務者と連携し、挨拶と

声掛けを実施した結果、徐々に児童・生徒の方から率先してあいさ

つしてくる場面が増えた。 

 

課 題 あいさつ運動を推進するため、今後も活動を継続する必要があ

る。 

 

令和３年度実施事業 自己点検・評価シート（文化生涯学習課） 
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自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

小中学校を中心に今後も啓発ポスターを掲示し、学校・地域等と

連携してあいさつ運動を推進する。また、青色パトカーによるあい

さつ運動を継続する。 
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［施策 No.３０］ 地域活動活性化事業（校区活性化協議会）の充実・深化を支援する 

事務事業１ 地域活動活性化事業（施策 No.３２の一部） 

事業開始年度：平成１０年度 令和３年度事業費（決算額）：２０，０５９千円 

目 的 等 住民自ら企画・運営による創意工夫に満ちた地域活動を展開、連

帯感あふれるコミュニティづくりを図る。 

事 業 内 容 市内８中学校区に活性化協議会を設置し、公民館部会・社会福祉

部会・青少年育成部会の３部会において、公民館活動や青少年健全

育成及び地域福祉に重点を置き、住民自ら考え、創意工夫に満ちた

地域活動を行う。 

 

目 標 ① ８校区における行事参加延べ人数 ３０，１００人 

② ８校区における行事延べ開催数 １２８回 

 

成 果 昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、各

校区総会は書面決議等代替え措置が取られることとなった。  

各校区の事業についても、新型コロナウイルス感染防止の観点か 

ら、規模を縮小して実施した。 

 ① ８校区における行事参加延べ人数 約３，０００人  

 ② ８校区における行事延べ開催数 ８０回（各部会会議等含む） 

課 題 各校区における地域行事等を計画・実施できるように支援してい

く必要があるが、新中学校再編に伴う校区活性化協議会あり方など

の見直しも必要になると考える。 

自 己 評 価 【 ― 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、未実施の

行事がある。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

会長・事務局長会議等において、新中学校再編に伴う４小学校区

（東中学校区）及び３小学校区（西中学校区）の活性化協議会のあり

方について、検討・協議する。 
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［施策 No.３１］ ボランティア活動や教育・文化ふれあい交流活動を推進する 

事務事業１ 教育・文化ふれあい交流活動の推進 

（施策 No.３４、４６、４９の一部） 

事業開始年度：平成２８年度 令和３年度事業費（決算額）：   ３７３千円 

目 的 等 文化、歴史等地域性をいかした企画を推進し、地域や世代等を超

えた交流機会の拡大を図る。 

 

 

事 業 内 容 （図書館運営事業、美術館運営事業、石炭・歴史博物館運営等事業

それぞれの一部） 

① 図書館、美術館、博物館が、各々の企画情報を共有し相互に周

知を図るとともに、連携した企画を実施する。  

② 企画を実施する中で、関係団体等と連携を図りながら、交流（地

域、世代、親子等）の場を提供する。 

③ 田川郷土研究会及びボランティア団体等の特性をいかし、協働

した取組をさらに検討する。 

 

 

 

目 標 ① 図書館、美術館、博物館によるデジタルサイネージを活用し

た企画情報の相互周知の通年実施 

② 図書館、美術館、博物館の連携による「山本作兵衛コレク

ション」を横断的なテーマとするユネスコ「世界の記憶」登録

１０周年記念事業の実施 

③ 田川郷土研究会及びボランティア団体等と連携した企画を１回

以上実施 
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成 果 ① ３館の企画展及びイベント等の情報を共有し、デジタルサイネ

ージを活用して発信力の向上に努めた。 

②  「山本作兵衛コレクション」のユネスコ「世界の記録」登録

１０周年を横断的なテーマとし、博物館・美術館では関連の企画

展、図書館では関連図書の紹介、さらには３館を巡回するスタン

プラリーを実施した。 

③ 市民公開講座等、田川郷土研究会及びボランティア団体等と連

携して４つの企画を実施した。 

④  「山本作兵衛コレクション」のユネスコ「世界の記録」登録

１０周年記念事業として、県内博物館等（５か所及び台湾）、市内

小学校（３校）、市内団体等（伊田商店街、田川伊田駅）と連携し

た企画を実施した。 

 

課 題 令和３年度は「山本作兵衛コレクション」の「世界の記憶」登録

１０周年として３館が共有できるテーマを設定したが、今後も引き

続き共有可能なテーマを設定して、連携を深めていく必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

各館及び各団体と協働できるような、魅力あるテーマを検討して、

交流機会の拡大を図っていきたい。 
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重点施策５ いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくる 

［施策 No.３２］ 校区活性化協議会を中心に、住民が自ら考え、創意工夫する地域活動

を展開し、活気あふれる「生涯学習まちづくり」を目指す 

事務事業１ 地域活動活性化事業（施策 No.３０の一部） 

事業開始年度：平成１０年度 令和３年度事業費（決算額）：２０，０５９千円 

目 的 等 住民自ら企画・運営による創意工夫に満ちた地域活動を展開、連

帯感あふれるコミュニティづくりを図る。 

事 業 内 容 市内８中学校区に活性化協議会を設置し、公民館部会・社会福祉

部会・青少年育成部会の３部会において、公民館活動や青少年健全

育成及び地域福祉に重点を置き、住民自ら考え、創意工夫に満ちた

地域活動を行う。 

目 標 ① ８校区における行事参加延べ人数 ３０，１００人 

② ８校区における行事延べ開催数 １２８回 

成 果 昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、地

域における事業において「３密」を避けることが困難なことから、

様々な事業を実施することができなかった。 

① ８校区における行事参加延べ人数 約３，０００人  

② ８校区における行事延べ開催数 ８０回（各部会会議等含む） 

課 題 新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、地域における活

動再開の可否を各校区活性化協議会で判断する必要がある。  

自 己 評 価 【 ― 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、未実施の

行事がある。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

新型コロナウイルス感染状況、国・県の動向を注視しながら、事業

を実施する。 

事業の実施にあたっては、地域住民の安全第一を念頭に感染対策

を講じて、地域の連帯感強化につながる事業が実施できるよう支援

する。 

 



６９ 

［施策 No.３３］ 市民ニーズに応じた学習機会の充実を図る 

事務事業１ 公民館運営事業 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：  ３，３３２千円 

目 的 等 市民会館（中央公民館）は、市民の身近な暮らしや地域社会とつな

がる活動を展開し、憩いの場、仲間づくりの場及び地域づくりの場

として多様な役割を果たす生涯学習推進の拠点である。 

また、地区公民館は、地域住民の課題解決や学習の場であると同

時に、人間関係を深めるコミュニティの場であることから、公民館

活動の活性化を図り、活力ある地域社会の実現を目指す。 

事 業 内 容 ① 公民館講座・人材バンク講座市民会館における各種講座の開設 

② 「田川市公民館まつり」の開催 

目 標 ① 各種講座の受講生 ８８０名 

② 公民館まつり参加者数 ２，２００名 

成 果 ①  各種講座の受講生 ５０７名（実人数） 

※一部、新型コロナウイルス感染症により、中止した講座あり。 

課 題 新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、市民会館におけ

る講座活動等の実施の可否や定員数を判断する必要がある。  

また、継続的な感染対策が求められている。 

自 己 評 価 【 ― 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により①は一部 

未実施、②は中止。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 新型コロナウイルス感染状況を注視しながら、感染対策を講じて

各講座等を実施する。 



７０ 

［施策 No.３４］ 市立図書館の整備充実を図る 

事務事業１ 図書館運営事業（施策 No.３１の一部） 

事業開始年度：平成２５年度 令和３年度事業費（決算額）： ８１,４５０千円 

目 的 等 幅広い分野の情報を集め利用しやすい形で提供することで、新た

な文化との出会いの場を提供する活動を行い、本・人・文化がつな

がるように努める。 

事 業 内 容 図書館サービスに対する市民満足度の向上を図るため、開館時間

の延長や開館日数の増加、専任の図書館長及び専任スタッフの配置、

本に親しむための新たなイベントを開催、伊田・後藤寺両商店街の

空き店舗を利用した「街なか図書館・美術館」等、指定管理者制度

を活用した図書館機能の充実、整備を継続して行う。 

① ブックスタート※１事業、読み聞かせボランティアの育成、ボラ

ンティア団体との連携を実施する。 

② 図書館見学・職場体験の受入、小学生読書リーダー養成講座、

自動車文庫による学校巡回を継続実施する。 

③ 電子書籍の提供、インターネットによる図書予約等により収集

資料の充実や必要資料の提供の充実を図る。 

④ 辞書及びレファレンス資料を年度計画で随時購入し、レファレ

ンス・サービス※２を充実させる。 

 

目 標 ① 利用者満足度 ９０％ 

② 図書館イベントの参加者 ６００人 

③ モニタリング、定例会議（２４回）による指定管理者の問題点

の把握、改善 

成 果 ① 来館者アンケートによる満足度 ８８％ 

② 図書館イベントの参加者 ５９０人 

③ モニタリングを毎月行い、指定管理者による運営状況を確認す

るとともに、指定管理者との運営会議を実施し、意見交換や問題

点等の把握、解決策の協議を行っている。 



７１ 

課 題 新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの開催中止や

感染拡大防止のための人数制限など、イベント参加者が減少してい

る。今後は参加者増に向け、イベント開催方法や周知等の取組を検

討する必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

現状の取組を継続させながら、より効果的な方法を模索し、多様

な情報の発信を行うとともに、市広報紙等の媒体を活用したイベン

トや自動車文庫等のさらなる周知を図る。 

 

ブックスタート※１ 

赤ちゃんとその保護者に絵本や子育てに関する情報等が入ったブックスタート・パ

ックを手渡し、絵本を介して心ふれあうひとときを持つきっかけをつくる活動 

  レファレンス・サービス※２ 

日常の疑問解決や調査・研究のための資料探し等、必要な資料、情報を探している方

に、図書館資料（本等）や情報の探し方をお知らせし、調べ物をお手伝いするサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７２ 

重点施策６ 社会全体で子どもたちを見守り、健やかに育む環境づくりを進める 

［施策 No.３５］ 家庭の教育力の向上に努める 

事務事業１ 家庭教育支援事業 

事業開始年度：平成２８年度 令和３年度事業費（決算額）：    ２１１千円 

目 的 等 保護者の育児力を高める学習の機会や情報を提供し、子どもたち

を健やかに育むための保護者の教育力の向上を図る。 

事 業 内 容 関係機関・団体による企画運営委員会を組織し、０歳から１８歳

までの子どもの保護者を対象に、家庭教育力の向上を図るための講

座を実施する。また、県立大学の監修のもと作成した啓発冊子を活

用し、学校等で性教育に関する講座を開催する。 

① 家庭教育講座(田川市社会教育委員の会議との共催）の開催 

② 性教育に関する啓発冊子を活用した講座の開催 

 

目 標 ① 家庭教育講座の開催 ５回、参加者 ２５人／回 

② 講座の開催 ２回 

 

成 果 ① 令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、家庭

教育講座の開催は３回（５４人参加）となった（予定回数等５回

１２５人）。また、アンケート結果では回答者の９８％が「参考

になった（「どちらかと言えば参考になった」含む）」と回答し

た。 

 

課 題 今後も、参加者の要望や家庭教育を取り巻く今日的課題等を踏ま

えて講座内容を検討し、より多くの方に参加してもらえるよう広報

活動を充実させる必要がある。 

 

自 己 評 価 【 ― 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、家庭教育

講座については一部実施、啓発冊子を活用した講座は

未実施のため、いずれも評価の対象外とする。 



７３ 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

次年度以降も、新型コロナウイルスの動向に注視し、感染状況を

注視しながら以下のとおり実施する。 

① 家庭教育講座については、家庭教育力の向上を目的に次年度も

引き続き実施する。 

② 小学校と連携し、実施方法等を協議の上、性教育に係る啓発冊

子を活用した講座を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



７４ 

［施策 No.３６］ 地域の子どもを地域社会全体で育てる青少年の健全育成体制を強化

する 

事務事業１ 青少年対策事業（施策 No.２９の一部） 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：   ２８６千円 

目 的 等 次代を担う青少年の安全と健やかな成長を育むための事業を実施

する。 

 

 

 

事 業 内 容 ① 青少年問題協議会、青少年育成連絡協議会、まちぐるみ子ども

安全連絡会議を開催する。 

② 青色パトカーによる巡回活動を実施する。  

③ 青少年健全育成街頭啓発を実施する。 

④ 夜間街頭補導を実施する。 

⑤ 少年の主張「田川市大会」を実施する。 

⑥ 福岡県知事から立入調査員の任命を受けた青少年対策室職員に 

よる有害図書等の立入調査（コンビニ、携帯ショップ、書店等を

対象）を実施する。 

 

 

 

 

目 標 ① 青色パトロール車の運行（１日あたり） ２校区 

② 少年の主張大会参加者 ３００人 

③ 立入調査の実施 ２回 

 

 

 

 



７５ 

成 果 ① 青色パトロールカーによる各小中学校区の防犯パトロールを実

施し、児童生徒の下校時に合わせて地元ボランティア団体等と巡

回することで、児童生徒の安全確保が図れた。また、緊急事態宣

言などの発出時に公園など児童生徒が集まる場所を重点的に、パ

トロール活動を実施した。 

 ※ 青色パトロールカーの運行１３０回、地元ボランティア団体

の運行（２団体が週１回運行）  

② 中学生の日頃の思いや考えを主張することで、同世代への刺激

や大人への理解や関心を深めてもらうことを目的とした「少年の

主張」田川市大会については、コロナ禍を考慮し、参加者を関係

者に限定して、感染防止対策を講じ開催した。 

 （参加者８８名） 

③ 携帯ショップ（市内６店舗）に対し、フィルタリングサービス

（未成年の有害サイトの閲覧制限）の提供が遵守されているこ

と。また、コンビニ・書店（市内１０店舗）で、お酒やたばこの

年齢確認や有害図書の区別が行われていることを確認した。 

 

課 題 ① 防犯パトロール車貸付事業の活用団体増加に向け、発信を継続

していく必要がある。 

② コロナ禍で参加者が限られる可能性がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

① 防犯パトロール車貸付事業の活用団体増加に向け、関係団体に

対し、活用の発信を継続していく。 

② 新型コロナウイルスの動向を注視し、多くの大人、同世代の中

学生が参加できるよう検討し、次年度も開催する。 

③ 青少年の健全育成を目的に関係機関と連携し継続実施する。 

 

  



７６ 

［施策 No.３７］ 学校や関係機関と連携して、子どもが放課後等に安心して過ごすこ

とができる居場所を確保するとともに子どもの学力や個性を伸ばし、

自主性・社会性を育む取組を推進する 

事務事業１ 地域学校協働活動事業 

事業開始年度：平成２８年度 令和３年度事業費（決算額）：     １２千円 

目 的 等 学校や関係機関と連携して、子どもが放課後等に安心して過ごす

ことができる居場所を確保するとともに子どもの学力や個性を伸ば

し、自主性・社会性を育む取組を推進する。 

事 業 内 容   地域と学校の連携・協働の下、幅広い地域住民が参画し、地域全体

で学び合い、未来を担う子どもたちの成長を支え合う地域をつくる

ことを目的に、放課後子どもチャレンジ教室※を実施する。 

① 実 施 校：市内小学校全校 

② 対象、定員：小学校１年生及び２年生 各校３０人程度 

③ 形   態：平日の放課後、週１回５０分程度 

④ 会   場：小学校図書室等 

⑤ 活   動：学習支援及び体験学習 

目 標 ① 放課後子どもチャレンジ教室満足度 ９０％以上（保護者） 

② 地域住民が運営スタッフなどで参加した人数 １４０人 

成 果 ― 

課 題 児童・地域住民からなる運営スタッフなど係るすべての方が安全

に安心して参加できるよう、新型コロナウイルスの動向を注視しな

がら、再開時期等検討する必要がある。 

自 己 評 価 【 ― 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業未実施

のため、評価の対象外とする。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

再開後は、放課後子どもチャレンジ教室の満足度の維持向上及び

運営スタッフの登録者数の向上を図る。 

放課後子どもチャレンジ教室※ 

  学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整え、特に、家庭における学習

習慣の定着や学習意欲の喚起を図るため、放課後等の学習活動等を支援する。 



７７ 

事務事業２ 地域活動支援事業 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：     ２１千円 

目 的 等 子どもたちの生きる力を育むため、生活体験、社会体験、学習活動

など地域活動を推進する。 

 

事 業 内 容 ① 小学生体験活動（トコナツキッズ）の実施  

② 子どもカルタ大会の開催 

③ 子ども会育成会連絡協議会との協働事業の実施 

 

目 標 ① 夏休み小学生体験活動「トコナツキッズ」参加者 １２５人 

② 子どもカルタ大会参加人数 ３５０人 

③ 子ども会との協働事業に伴う参加人数 ４００人 

 

成 果 ③ フラワーアレンジメント教室（２回の計画の内１回）を実施。 

 

課 題 今後、コロナ禍でも開催できるような内容を検討する必要があ

る。 

 

自 己 評 価 【 ― 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業がほ

ぼ未実施のため評価の対象外とする。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

新型コロナウイルス意識したうえで内容を検討し、事業の再開及

び継続を図る。 

 

  



７８ 

重点施策７ 自分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会づくりを推進する 

［施策 No.３８］ 「市民一人ひとりの心に届く教育・啓発」を推進するために人権問

題に主体的・積極的に取り組む行政職員・教職員の育成に取り組む 

事務事業１ 人権・同和教育事務 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：     ７９千円 

目 的 等 人権・同和問題に対する正しい理解と認識を持ち、差別を見抜き、

差別を許さない意識を持った行政職員・教職員を育成する。 

事 業 内 容 ① 田川市教育委員会人権・同和問題職員研修の開催 

② 人権・同和教育関係研修会、集会等への参加 

 

目 標 ① 田川市教育委員会人権・同和問題職員研修開催 ３回 

② 人権・同和教育関係研修会、集会等への参加 随時 

 

成 果 ① 研修計画に沿って、計画的に研修を実施することができた。 

第１回：受講者１６２名  

第２回：受講者１４５名 

  第３回：受講者１５３名 

② 担当職員の人権・同和教育関係研修会、集会等への参加、８回 

課 題  ①については、教職員も参加対象であることから、とりわけ学校

教育活動に影響を及ぼさないよう、実施時期等について考慮する必

要がある。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

令和４年度策定した田川市教育委員会人権・同和問題職員研修計

画【第２期】に基づき、計画的かつ効果的な研修を実施する。なお、

教職員学校教育活動に影響を及ぼさないよう、集合研修については

夏休み期間中に実施する。 

担当職員の資質向上のため、各種研修会への積極的参加を継続す 

る。 

  



７９ 

［施策 No.３９］ 行政・学校・地域・関係機関が協働で「人権のまちづくり」を推進する 

事務事業１ 人権・同和問題啓発事業（施策 No.４０、５２の一部） 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：    ４０６千円 

目 的 等 市民に対して、人権・同和問題に対する正しい理解と認識を深め

るとともに、人権意識及び差別解消・人権確立に向けた行動力の高

揚を図る。 

事 業 内 容 ① 人権・同和教育推進に関する各種講座の実施 

② 子ども会地区学習会の実施 

③ 子ども会体験・交流学習事業の実施 

 

目 標 ① 人権・同和教育中央講座 ３回 

② 校区人権・同和教育講座 ８校区 

③ 地区公民館等人権・同和教育講座 ２５館 

④ ＰＴＡ人権・同和教育講座 ８校 

⑤ なるほど人権セミナーたがわ ５回 

⑥ これだけは知っておきたい人権基礎講座 ２回 

⑦ 子ども会地区学習会 人権学習及び教科学習通年実施 

⑧ 人権フェスタ in たがわ １回 

⑨ 小学生リーダー養成研修会、中学生合同研修会 １回 

⑩ 中学生冬期合同研修会 １日 

 

成 果 ① 人権・同和教育中央講座：３回実施（参加者４４９名） 

③ 地区公民館等人権・同和教育講座：２館実施（参加者３５名） 

④ ＰＴＡ人権・同和教育講座：２校実施（参加者２２名） 

⑤ なるほど人権セミナーたがわ：５回実施（参加者２５７名） 

⑥ これだけは知っておきたい人権基礎講座：２回実施（参加者７０名）  

⑨ 小学生リーダー養成研修会：冬期に延期して感染症対策の上実

施 （参加者１１名） 

⑩ 中学生冬期合同研修会：感染症対策を講じ実施（参加者１９名） 



８０ 

課 題 「人権問題に関する市民意識調査（２０１７年）」の結果から明ら

かとなった課題を踏まえ、とりわけ「人権問題に関する基本的認識」

及び「地域に根差したきめ細かな人権教育・啓発」のさらなる推進が

必要である。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、③④につ

いては事業はほぼ未実施、②⑦⑧⑨は事業未実施のた

め、いずれも評価の対象外とする。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

今後も、人権問題を取り巻く状況や今日的課題、市民の人権意識・

人権認識等を的確に捉えて取り組む。 

今後も新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言等の

発令が予想されることから、コロナの動向を注視しつつ、市民の「人

権の学び」を止めないよう創意工夫を図る。 

なお、地域に根差した講座については、コロナ禍の状況を踏まえ、

地域や関係機関等と十分に協議を図りながら、これまでの取組によ

り培ってきた成果を損なわないよう、可能な範囲での実施に向けて

取り組む。 

令和４年度は、「人権問題に関する市民意識調査」（主管課：人権・

同和対策課）を実施する予定である。意識調査により今後取り組む

べき課題が示された際には、教育・啓発のあり方を改めて整理する

必要がある。 

 

 

  



８１ 

［施策 No.４０］ 性別に関わりなく、一人ひとりの個性と能力が十分に発揮できる 

男女共同参画社会の実現を目指す 

事務事業１ 人権・同和問題啓発事業（施策 No.３９、５２の一部） 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：    ３８０千円 

目 的 等 市民に対して人権教育・啓発の取組を推進することにより、女性

に関する問題、性的指向及び性自認に関する問題に対する正しい理

解と認識を深める。 

 

事 業 内 容 人権・同和教育及び啓発の推進に関する各種講座の実施（必要に

応じ、男女共同参画センターと連携し、内容づくり等を行う。） 

 

目 標 ① 人権・同和教育中央講座 ３回 

② 校区人権・同和教育講座 ８校区 

③ 地区公民館等人権・同和教育講座 ２５館 

④ ＰＴＡ人権・同和教育講座 ８校 

⑤ なるほど人権セミナーたがわ ５回 

⑥ これだけは知っておきたい人権基礎講座 ２回 

 

成 果 ① 人権・同和教育中央講座：３回実施（参加者４４９名） 

③ 地区公民館等人権・同和教育講座：２館実施（参加者３５名） 

④ ＰＴＡ人権・同和教育講座：２校実施（参加者２２名） 

⑤ なるほど人権セミナーたがわ：５回実施（参加者２５７名） 

⑥ これだけは知っておきたい人権基礎講座：２回実施（参加者 

７０名） 

 

課 題 「人権問題に関する市民意識調査（２０１７年）」の結果から明ら

かとなった課題を踏まえ、多様な人権課題の一つとして、男女共同

参画社会の実現に向けた教育・啓発のさらなる推進が必要である。  

 



８２ 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、②校区人

権・同和教育講座は未実施、③地区公民館、④ＰＴＡに

よる講座は、ほぼ未実施のため、いずれも評価の対象

外とする。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

今後も、人権問題の共通課題を明らかにしながら、多様な人権課

題の一つとして、男女共同参画社会の実現に向けた教育・啓発をさ

らに推進していく。 

今後も新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言等の

発令が予想されることから、コロナの動向を注視しつつ、市民の「人

権の学び」を止めないよう創意工夫を図る。 

なお、地域に根差した講座については、コロナ禍の状況を踏まえ、

地域や関係機関等と十分に協議を図りながら、これまでの取組によ

り培ってきた成果を損なわないよう、可能な範囲での実施に向けて

取り組む。 

令和４年度は、「人権問題に関する市民意識調査」（主管課：人権・

同和対策課）を実施する予定である。意識調査により今後取り組む

べき課題が示された際には、教育・啓発のあり方を改めて整理する

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

  



８３ 

重点施策８ 生涯にわたり楽しめるスポーツ活動を充実する     

［施策 No.４１］ 子どもから高齢者まで生涯にわたって、スポーツを楽しむことがで

きる場を提供するとともに、スポーツ活動の推進に努める 

事務事業１ 社会体育施設運営事業（施策 No.４３の一部） 

事業開始年度：平成１８年度 令和３年度事業費（決算額）： ５６，４９１千円 

目 的 等  市民のスポーツ活動の基盤として役割を担えるよう、施設機能の

充実等スポーツ環境を整備し、施設の利用促進やサービスの向上を

図るために、施設の管理運営を強化する。 

 

事 業 内 容 ① 指定管理者による体育施設の維持管理運営 

② スポーツ教室等を継続実施 

 

目 標 ① 施設の改修・改善の実施率 １００％ 

② スポーツ教室等の実施 １３教室 

 

成 果 ① 施設の改修・改善の実施率 １００％ 

 （総合体育館駐車場外灯修繕・中央公園ジョギングロード舗装改 

 修・総合グラウンド道路補修・市民プールろ過装置修繕・市民プー 

 ル高圧ケーブル修繕・総合グラウンドフェンス修繕） 

② スポーツ教室等の実施 ８教室（田川市スポーツ協会自主事業） 

 

課 題 施設が老朽化しており、毎年経年劣化による改修、改善箇所が増

加している。また財源確保についても苦慮している。 

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、スポーツ教室等

の実施の可否を関係団体等と連携し指定管理者で判断する必要があ

る。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により一部未実施 

の「②スポーツ教室等の実施」を除く。 



８４ 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

個別管理計画や改修の緊急性により、財源確保に努めながら、施

設の適正な維持管理を努める。 

新型コロナウイルス感染状況、国・県の動向を注視しながら、スポ

ーツ教室等を実施する。 

スポーツ教室等の実施ついては、市民の安全第一を念頭に感染対

策を講じて実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



８５ 

［施策 No.４２］ 学校・スポーツ関係団体と連携して、小学生の体力向上に取り組む 

事務事業１ 地域スポーツ活動推進事業 

事業開始年度： （不明）  令和３年度事業費（決算額）：     ８７千円 

目 的 等 スポーツ活動は体力の向上を図るものであるが、少年期において

体力の向上だけではなく、協調性や責任感等あらゆる感性等も養う

必要があり、多種多様な活動を行い心身の健全育成と体力の向上を

図ることを目的とする。 

 

事 業 内 容 ① カヌー体験教室（小学４年から６年生）の開催 

② 小学校低学年（１年から３年生）の水泳教室開催 

 

目 標 ① カヌー体験教室（小学４年から６年生）の開催 ２回 

② 小学校低学年（１年から３年生）の水泳教室開催 ５日 

 

成 果 新型コロナウイルス感染拡大の影響から一部のスポーツ教室は、

中止させざるを得なかった。 

① カヌー体験教室（小学４年から６年生）の開催 ２回 

 

 

課 題 コロナ禍においても、安全安心にスポーツ教室等を実施できるよ

うな感染対策を講じる必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ 新型コロナウイルス感染症に伴う未実施の「②水泳 

教室」を除く。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 新型コロナウイルス感染状況を注視しながら、参加児童等の安全

第一を念頭に置きながら事業を実施する。 

 

 



８６ 

［施策 No.４３］ バリアフリー化された総合体育館を活用して、障害者スポーツの 

普及に努める 

事務事業１ 社会体育施設運営事業（施策 No.４１の一部） 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 パラリンピアンとの交流活動等を通してスポ―ツに親しむととも

に、障害者スポーツへの関心を高める。 

 

事 業 内 容 総合体育館で行われる車いすフェンシングチームの事前キャンプ

において、関係課と連携して選手たちとの交流や東京オリンピック・

パラリンピックを通じ、障害者スポーツに対する理解を深める。 

 

目 標 パラリンピアンとの交流イベントの実施 ２回 

 

成 果 車いすフェンシングチームの事前キャンプとして、合宿施設（ト

レーラーハウス）及びワンタッチテントの貸出等関係課と連携し、

取り組んだ。 

 

課 題 新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、事業の実施につ

いては、関係団体等や経営企画課等関係課との連携・協力が必要と

なってくる。 

 

自 己 評 価 【 ― 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、パラリン 

ピアンとの交流は中止。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

事業の所管課である経営企画課等の連携・協力し、障害者スポー

ツの推進を検討していく。 

 

 

  



８７ 

重点施策９ 豊かな心を育む芸術文化活動を支援する 

［施策 No.４４］ 多くの市民が各施設を利用し、自主的な芸術文化活動を行うことが

できる環境を整備する 

事務事業１ 文化センター・青少年文化ホール運営事業 

事業開始年度：昭和４９・５４年度 令和３年度事業費（決算額）： ４０,９２２千円 

目 的 等 指定管理者制度を活用し、自主的な文化芸術活動を行うことができ

る環境を提供し、市民の芸術を愛する心を育て、豊かな情操を養う。 

事 業 内 容 田川文化センター・田川青少年文化ホールの施設の整備、受付の

きめ細やかな対応、音響等の専門技術者の配置等を行い、利用しや

すい環境を構築する。指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを

取り入れた、利用しやすい環境を構築することで、利用者の満足度

を上げる。 

目 標 ① 利用者満足度 ９０％ 

② 市及び文化団体との共催事業の参加者 １，６００人 

③ モニタリング（１２回）による指定管理者の問題点の把握、改善 

成 果 ① 利用者アンケートによる満足度 １００％（団体） 

③ モニタリングを毎月行い、指定管理者による運営状況を確認す

るとともに、意見交換や問題点の把握、解決策等の協議を行って

いる。 

課 題 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各種イベントの開催が中止

されている。今後はＷＩＴＨコロナを踏まえた開催方法等、利用者

が利用しやすい環境の構築を検討する必要がある。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により②について

は、開催を中止したため評価対象外とした。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

利用者の増に向け、事業実施方法等について、より良い方法を検

討していく。 

  



８８ 

［施策 No.４５］ 市民が心豊かで質の高い生活を送るため、文化団体等と連携して、

優れた芸術文化に触れる機会や文化活動に参加できる機会をつくる 

事務事業１ 文化振興事業 

事業開始年度：昭和５８年度 令和３年度事業費（決算額）：    ４１２千円 

目 的 等 文化団体等と連携して、優れた文化芸術に触れる機会や文化活動

に参加できる機会を作ることで、市民の芸術を愛する心を育て、豊

かな情操を養う。 

 

事 業 内 容 ① 市民の芸術文化活動である創作発表会を通して団体相互の交流

を促進するとともに市民文化の高揚を図るため、市民文化祭を開

催する。 

② 地域の芸術文化活動の向上発展に資するため、市内小中学校の

児童生徒が優れた舞台芸術を体験できるよう芸術文化体験事業を

実施し、関係機関や文化団体等と協力連携して優れた舞台芸術、

公演等の招聘に努める。 

③ こども音楽祭を実施することで、市内園児、小中学校の児童生

徒、高校生、一般市民に対して楽器演奏、吹奏楽、合唱等日頃の練

習成果を発表する場を提供し、園児から大人まで相互の音楽交流

と発展に努める。 

④ 文化団体の育成を図り、文化活動が市民に定着するよう支援し、

市民の自主的な芸術・文化活動等を奨励するため「田川市文化振

興基金」の効果的な運用を図る。 

⑤ 関係団体を支援し、連携強化を図りながら地域に受け継がれた

伝統文化、特色ある地域文化の育成に努める。 

 

目 標 ① 文化体験事業観覧者 １，６００人 

② 市民文化祭参加団体 ４５団体 

③ 文化振興基金奨励事業申請件数 ３件 

 



８９ 

成 果 ② 市民文化祭 参加団体数 6 団体（秋） 

③ 文化振興基金奨励事業 申請件数１件 

 

課 題  新型コロナウイルス感染症の影響により、芸術文化体験事業、市

民文化祭（春）及び子ども音楽祭は中止となった。今後はＷＩＴＨ 

コロナを踏まえた開催方法等、各事業の再開に向けた取組を検討す

る必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｃ 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により①について

は、開催を中止したため評価対象外、②については、春

季が中止となり、秋季についても参加団体が減少した

ため評価対象外とした。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 芸術文化体験事業について、学校区にかかわらず広く参加機会を

提供できるよう、市内小学校５・６年生を対象に送迎バスによる参

加を企画しており、今後も同事業を継続していく。 

また、各事業の参加者及び利用者増に向け、事業の運用について、

より良い方法をさらに検討する。 

 

 

  



９０ 

［施策 No.４６］ 市立美術館のさらなる整備充実を図る 

事務事業１ 美術館運営事業（施策 No.３１の一部） 

事業開始年度：平成３年度 令和３年度事業費（決算額）： ６６,３３７千円      

目 的 等 市民の教育、学術及び文化の向上に資するため、優れた芸術文化

を鑑賞する機会や文化活動に参加できる機会を提供し、市民が心豊

かな質の高い生活を送れるよう取組を実施する。 

 

事 業 内 容 指定管理者制度の導入により、企画展事業の充実、民間の営業力 

による貸館事業の増大、伊田・後藤寺両商店街の空き店舗に設置し

た「街なか図書館・美術館」等を活用した教育普及事業、学校連携事

業等を拡充し、市民満足度のさらなる向上を図る。 

① 国内外の優れた作品を集めた展覧会、郷土ゆかりの作家を顕彰

し奨励するための企画展や収蔵作品展を開催する等、地方美術館

の特徴をいかした企画展を開催し、多くの市民が多様な美術作品

に触れる機会を提供する。 

② 市民の幅広い文化活動の発表の場として、館内展示室や屋外展

示場を使った展覧会やコンサートを開催する等、多目的な芸術活

動や交流の場として美術館を市民へ開放し、施設利用の促進を図

る。 

③ 小学生をはじめとする市民を対象にワークショップ（実技講座）

を引き続き開催する。 

④ 子どもや青少年向けのプログラムとして、鑑賞のための解説や

出前授業を行う等、学校とも十分連携を図りながら、子どもたち

が芸術文化に触れる機会の一層の充実に努める。 

⑤ 筑豊にある田川市美術館、直方谷尾美術館、嘉麻市立織田広喜

美術館の３館で、美術館相互の情報交換、合同広報紙の作成、共同

企画展等の事業を実施するとともに、九州・山口各県の美術館等

とも情報交換を行い、美術館相互のネットワークの充実を図る。 

 



９１ 

目 標 ① 利用者満足度 ９０％ 

② 出前事業、ワークショップの参加者数 １３０人  

③ モニタリング、定例会議（２４回）による指定管理者の問題点の

把握、改善 

 

成 果 ① 利用者アンケートによる満足度 １００％（団体） 

② 出前事業、ワークショップの参加者数 ２６４人 

③ モニタリングを毎月行い、指定管理者による運営状況を確認す

るとともに、指定管理者との運営会議を実施し、意見交換や問題

点等の把握、解決策の協議を行っている。 

 

課 題 新型コロナウイルス感染症の影響により、企画展やイベントなど

の中止により来館者、参加者が減少していることから、今後は 

ＷＩＴＨコロナを踏まえたイベント実施方法等、来館者、参加者増

に向けた取組を検討する必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

 現状の取組を継続させながら、市広報紙等の媒体を活用したイベ

ントや企画展等のさらなる周知を図る。 

 

 

  



９２ 

重点施策１０ 歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する 

［施策 No.４７］ 田川の石炭産業と人権問題、地域の歴史、考古、民俗といった幅広

い分野での調査研究を行い、その成果を広く市民に還元する 

事務事業１ 世界記憶遺産保存・活用等事業（施策 No.４８の一部） 

事業開始年度：令和元年度 令和３年度事業費（決算額）：     ０千円 

目 的 等 博物館に設置した「石炭産業と人権問題研究会」により、石炭産業

に特化した人権問題の調査・研究を行う。 

事 業 内 容 石炭産業にかかる人権問題について、有識者とともに調査研究を

行う。成果については、人権の視点に立った博物館の展示や解説に

活かしつつ、学校教育にも活用できるよう検討する。  

目 標 「石炭産業と人権問題研究会」開催 ３回 

成 果 新型コロナウイルス感染症の影響により研究会を自粛したため、

各々で自己学習に努めた。 

課 題  具体的なテーマを設定し、効果的な研究会の在り方について、検

討する必要がある。 

自 己 評 価 【 ― 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により対象外とした 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 外部有識者と連携しながら、博物館の多様な調査研究を継続して

いく。 

 

 

事務事業２ 文化財保存・活用等事業（施策 No.５０の一部） 

事業開始年度：昭和５７年度 令和３年度事業費（決算額）：  １,５４３千円 

目 的 等 市内に現存する有形・無形文化財※１等の調査研究を行い、特に重

要な文化財については、「田川市文化財保護条例」に基づき指定して

保護に努めるとともに、国・県・市指定文化財※２を中心に、文化財

を学校教育や生涯学習、あるいは観光資源や学術資料として、活用

と普及を図る。 



９３ 

事 業 内 容 ① 市内文化財の調査研究を行い、田川市文化財専門委員会への諮

問・答申によって文化財を指定して、貴重な文化財を保存する。 

② 遠賀川流域の古墳同時公開や発掘調査現地説明会、また、博物

館の展示や講座等に加え、市 HP 等の媒体や案内看板等の整備を通

じて、文化財の普及を関係団体及び個人と連携して実施する。 

③ 史跡保存活用計画に基づき、飯塚市及び直方市と連携しながら、

国指定史跡である筑豊炭田遺跡群（三井田川鉱業所伊田坑跡）の

保存活用を推進する。 

④ その他の炭坑遺産について、継続的な調査研究や記録保存、普

及活動を実施し、地域資源としての活用を図る。  

目 標 ① 遠賀川流域の古墳同時公開（２回）の参加者数 ５０人 

② 筑豊炭田遺跡群を活用した取組実施回数 １回以上 

成 果 ① 遠賀川流域の古墳同時公開（春季のみ）の見学者は１０人。 

② 筑豊炭田遺跡群関係市（田川市、飯塚市、直方市）により、行政

連絡協議会を立ち上げた。 

課 題  文化財の保存活用は関係市町村及び機関、団体との連携も不可欠

である。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ 新型コロナウイルス感染症の影響により①について

は、秋季開催を中止したため評価対象外とした。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 近年、文化財を取り巻く地域社会が変化しており、文化財の総合

的な把握が必要とされているため、市内文化財等の悉皆
しっかい

調査※３を行

うこととしている。 

文化財※１ 

長い歴史の中で生まれ、育まれ、守り伝えられてきた有形・無形の遺産のこと  

指定文化財※２ 

価値が高い文化財として、国・県・市が指定するもの  

  悉皆
しっかい

調査※３ 

  有形・無形等の種別を問わず、あらゆる文化財等を把握する調査のこと 



９４ 

事務事業３ 埋蔵文化財発掘調査事業 

事業開始年度：昭和５７年度 令和３年度事業費（決算額）： １４,６４４千円 

目 的 等 埋蔵文化財※の保護に努める。 

事 業 内 容 ① 市内の開発計画に伴う埋蔵文化財事前審査を行い、工事内容に

よっては試掘・確認調査を実施して、効果的な現状保存を図る。 

② 現状保存が図れない場合は、発掘調査（記録保存）を実施する。 

③ 令和元・２年度に実施した金川小学校３号線新設道路建設に伴

う上の原遺跡群５次発掘調査について、令和３年度は報告書作成

に向けた整理作業を実施する。 

 

目 標 上の原遺跡群５次発掘調査の報告書作成に向けた整理作業完了  

 

成 果 ① 上の原遺跡第５次発掘調査の整理作業が完了し、調査報告書を

作成、刊行した。 

② 令和３年度は、埋蔵文化財事前審査件数：３４３件、試掘（確

認）調査件数：２３件、立会・踏査件数：３２件、発掘調査件数：

５件を実施した。 

 

課 題  埋蔵文化財の効果的な保存活用を図る必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 これまでの発掘調査等で出土した埋蔵文化財の収蔵及び整理を促

進し、活用を図っていく。 

埋蔵文化財※ 

土地に埋蔵されている文化財を「埋蔵文化財」といい、具体的には貝塚、古墳、住居

跡、城跡などの「遺跡」と、それらに含まれる土器、石器、鉄器、木器などの「遺物」

を指す。 

 



９５ 

［施策 No.４８］ ユネスコ世界記憶遺産（世界の記憶）に登録された「山本作兵衛コレ

クション」の保存管理に取り組むとともに観光部門とも連携し、市外

に向けた情報発信、連携事業等に力を入れ、来館者数の増加を目指す 

事務事業１ 世界記憶遺産保存・活用等事業（施策 No.４７の一部） 

事業開始年度：平成２４年度 令和３年度事業費（決算額）：    ８５１千円 

目 的 等 市博物館が所蔵する山本作兵衛コレクションの適切な保存・展示

環境を維持管理し、当該コレクションの活用を図る。 

事 業 内 容 ① 策定した山本作兵衛コレクションの保存活用計画等に沿って、

適切な保存・展示環境を維持管理するとともに、効果的な保存措

置を実現するための保存科学的な調査研究を継続して行う。 

② ユネスコ「世界の記憶」登録１０周年記念事業（企画展、交流キ

ャラバン展、まちなか展覧会等）によって、山本作兵衛コレクショ

ンの効果的な活用を行う。 

③ コロナ禍で激減した入館者数の回復に努める。 

目 標 ① 博物館イベント参加者数 ２５０人 

② 企画展開催時の１日来館者平均数 １１０人 

成 果 ① 「世界の記憶」登録１０周年記念イベント参加者数 ３２７人 

（交流講演会１７１人※延べ人数、記念企画展ギャラリートーク 

１８人、３館連携事業１３８人※延べ人数） 

② 企画展開催時の１日来館者平均数 ５９．７人 

課 題 新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの日程調整等に

大きな支障が出た。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ ②については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より年間を通じて来館者数が減少したため評価対象外

とした。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

原画展の開催や講座、イベントなど、山本作兵衛コレクション等の

効果的な活用により、コロナ禍で減少した入館者数の回復に努める。 

 



９６ 

事務事業２ 世界記憶遺産団体等支援事業 

（施策 No.４９事務事業２、施策 No.５１と重複） 

事業開始年度：平成２４年度 令和３年度事業費（決算額）：  ２,９７５千円 

目 的 等 山本作兵衛コレクションの活用とともに、博物館等の活性化を図

る。 

 

事 業 内 容 ① ユネスコ「世界の記憶」登録１０周年記念事業（企画展、交流キ

ャラバン展、まちなか展覧会等）を実施する。 

② 石炭・歴史博物館を中心とした実行委員会に対して活動支援（貸

付・補助）を行う。 

 

目 標 支援団体による事業実施数 ３件以上 

 

成 果 文化庁及び田川市からの補助金を受け、田川市世界記憶遺産活用

活性化推進委員会とともに、「山本作兵衛コレクション」のユネスコ

「世界の記憶」登録１０周年記念事業として８件（記念企画展、子ど

も学芸員育成、記念誌作成、学校博物館、３館連携事業、出張展示、

交流キャラバン展、交流講演会）の事業を実施した。 

 

課 題  令和３年度は「世界の記憶」登録１０周年記念事業として山本作

兵衛コレクションの活用が図られた。今後も引き続き、山本作兵衛

コレクションの多様な活用を図っていきたい。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 廃止 】 

 文化庁補助事業の終了に伴い、実行委員会への活動支援を一旦中

止するが、今後も引き続き、博物館の活性化の方法を検討していき

たい。 

 

  



９７ 

［施策 No.４９］ 来館者に親しまれ、魅力ある石炭・歴史博物館にするため、貴重な文

化遺産・地域の歴史を受け継ぎ、次代に伝え、ふるさとを愛する心を

育むための事業（子ども学芸員事業や博物館講座、歴史・文化検定試

験等）を学校と連携しながら、推進する 

事務事業１ 石炭・歴史博物館運営等事業（施策 No.３１の一部） 

事業開始年度：平成２４年度 令和３年度事業費（決算額）：      ０千円 

目 的 等 学校や関係団体等と連携して、次世代の歴史と文化の担い手を育

成する。 

事 業 内 容 ① 小中学校の博物館見学に対する博物館内外の解説を行う。 

② 子ども向けイベントやワークショップといった参加型の各種講

座等を実施する。 

目 標 ① 無料及び減免対象者への解説実施件数 ３００件 

② 子ども向け講座の開催 ２回以上 

 

成 果 ① 無料及び減免対象者（２０名以上の団体）への解説実施件数  

３７件 

（※解説実施件数の総合計は１１５件） 

② 「調べる学習コンクール・おたすけ講座」 ５回 

課 題 新型コロナウイルス感染症の影響により市内小中学生の博物館見

学件数が大幅に減少した。また、緊急事態宣言発出により、夏休みの

子ども向けイベントを自粛した。 

自 己 評 価 【 Ｂ 】※ ①については、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりキャンセル等が相次いだため評価対象外とした。 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

学芸員の出前授業やオンラインによる博物館見学など、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に左右されない手法により、子どもたちの

博物館への関心を高めていく。 

 

 



９８ 

事務事業２ 世界記憶遺産団体等支援事業 

（施策 No.４８事務事業２、施策 No.５１と重複） 

事業開始年度：平成２４年度 令和３年度事業費（決算額）：     ２３千円 

目 的 等 学校や関係団体等と連携して、次世代の歴史と文化の担い手を育

成する。 

 

事 業 内 容 「子ども学芸員育成講座（子どもたちが地域の歴史や博物館につ

いて学ぶ講座）」と「学校博物館（市内小中学校での山本作兵衛関連

展示等）」を石炭・歴史博物館を中心とした実行委員会に置いて実施

する。 

 

目 標 子ども学芸員参加者数 ５人以上 

 

成 果 ① 子ども学芸員参加者数 ３人 

② 子どもの博物館への関心を高めるため、「学校博物館・博物館リ

モート見学」を３校（５回）及び、「学校博物館・出前授業」を１校

（２回）実施した。 

 

課 題 学校と連携して事業の周知を図り、参加校・人数を増やしていく

必要がある。 

 

自 己 評 価 【 Ｃ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

新型コロナウイルス感染症対策を含め、より子ども（学校）の博物

館への関心を高めていくために、リモート見学などＩＣＴの積極的

な導入に向けて、市長部局と協議を進める。 

 

  



９９ 

［施策 No.５０］ ふるさと田川の貴重な伝統芸能の保存のため、学校・地域・関係機関

と連携して後継者の育成に取り組む 

事務事業１ 文化財保存・活用事業（施策 No.４７の一部） 

事業開始年度： 昭和５７年度 令和３年度事業費（決算額）：    ２６６千円 

目 的 等 近年の社会情勢の変化により、失われつつある郷土の民俗文化財※

について、伝承と後継者の育成に努める。 

事 業 内 容 ① 民俗芸能について、補助金の交付や博物館講座等の普及活動、

また学校等の地域活動と連携しながら、伝承活動を支援する。 

② 各地の祭礼行事等は同時期に実施されるため、消滅の危機にあ

る祭礼行事を優先するなど効率的な実態調査に努め、田川郷土研

究会等の関係団体や専門家や地域等と連携して、記録保存調査を

進める。 

目 標 ① 伝統芸能保持団体補助 ５団体 

② 消滅の危機にある民俗文化財調査 １件以上 

成 果 ① 伝統芸能保持団体補助 ４団体（1団体補助金過多による不交付） 

② 消滅の危機にある民俗文化財調査 １件 

③ 市内民俗文化財調査 １件 

課 題  新型コロナウイルス感染症の影響により、市内の祭礼行事が軒並

み縮小または中止を余儀なくされており、民俗文化財の伝承が危ぶ

まれている。 

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

近年、文化財を取り巻く地域社会が変化しており、文化財の総合

的な把握が必要とされているため、市内文化財等の悉皆調査を行う

こととしている。 

民俗文化財※ 

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれら

に用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件など人々が日常生活の中で生み出し、継

承してきた有形・無形の文化財を指す。 
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 重点施策１１ 国際交流・多文化共生を促進する 

［施策 No.５１］ 国籍や民族の異なる人々が共に生きていく多文化共生のまちづくり

を推進するために、国際交流イベントを開催するなど、市民レベルで

国際交流を促進する 

事務事業１ 世界記憶遺産団体等支援事業 

（施策 No.４８事務事業２、施策 No.４９事務事業２と重複） 

事業開始年度： 平成２４年度 令和３年度事業費（決算額）：     ５９千円 

目 的 等  外国人をはじめとする様々な背景を持つ人々が、博物館の展示や

本市の歴史を容易に理解できる機会を創出する。 

 

事 業 内 容 ① ユニバーサル・ミュージアム※１を目指し、多言語の音声ガイド

やパンフレット、やさしい日本語※２による解説パネル等を作成す

る。 

② 博物館と友好館である台湾・新平渓煤礦博物園区や関係者と連

携して、台湾での山本作兵衛コレクションの展示や講演会を実施

する。 

③ 博物館で台湾関係者による展覧会や講演会を行って、市民レベ

ルでの国際交流を図る。 

上記①～③を石炭・歴史博物館を中心とした実行委員会において

実施する。 

 

目 標 博物館での台湾関連展示や講演会の実施 １回以上 

 

成 果  博物館での台湾関連展示や講演会の実施 ２回 

（博物館での台湾関連展示１回、田川市での台湾関係者による講演

会１回※オンライン） 

 

課 題  新型コロナウイルス感染症の影響により海外渡航が制限される

中、オンライン等による国際交流を検討していく必要がある。 
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自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 改善 】 

 コロナ禍での田川市と台湾の交流を検討するため、オンライン交

流などのＩＣＴの積極的な導入に向けて、市長部局と協議を進める。 

ユニバーサル・ミュージアム※１ 

子ども、高齢者、外国人、障がい者等を含む全ての人々が楽しめる博物館をいう。 

  やさしい日本語※２ 

伝えたい情報を精査した上で、文章構造を簡単にし、ふりがなを振るなどして、外国

人でもわかりやすいようにした日本語のこと。 
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［施策 No.５２］ 在日外国人の教育ニーズを把握し、外国人が安心して暮らせる環境

づくりに取り組む 

事務事業１ 人権・同和問題啓発事業（施策 No.３９、４０の一部） 

事業開始年度： （不明） 令和３年度事業費（決算額）：    ３８０千円 

目 的 等 学校、地域、関係機関・団体及び関係課等と連携し、教育の視点か

ら外国人が安心して暮らせる環境づくりに取り組む。 

事 業 内 容  学校、地域、関係機関・団体及び関係課等と連携し、多文化共生を

テーマにした講演会、研修会及びイベント等を実施する。 

目 標 多文化共生に焦点を当てた講演会、研修会及びイベント等の実施 

１回以上 

成 果 様々な講座・セミナーの中で、人権問題の共通課題を明らかにし

ながら、多様な人権課題の一つとして、多文化共生社会の実現に向

けた学習を行った。 

課 題 「人権問題に関する市民意識調査（２０１７年）」の結果から明ら

かとなった課題を踏まえ、多様な人権課題の一つとして、多文化共

生社会の実現に向けた教育・啓発のさらなる推進が必要である。  

 

自 己 評 価 【 Ｂ 】 

自己評価に 

対する今後 

の方向性・ 

重点的取組 

【 現状維持 】 

今後も、人権問題の共通課題を明らかにしながら、多様な人権課

題の一つとして、多文化共生社会の実現に向けた教育・啓発をさら

に推進していく。 

今後も新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言等の

発令が予想されることから、コロナの動向を注視しつつ、市民の「人

権の学び」を止めないよう創意工夫を図る。 

令和４年度は、「人権問題に関する市民意識調査」（主管課：人

権・同和対策課）を実施する予定である。意識調査により今後取り組

むべき課題が示された際には、教育・啓発のあり方を改めて整理す

る必要がある。 
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４ 自己点検・評価に対する田川市教育事務点検評価委員会の意見等 

 

 一般に教育委員会の所掌は学校教育から社会教育、文化財など広範囲におよび、取り組

まなければならない事象や課題は多岐にわたる。教育委員会の運営の在り方は、必然的に

市民生活に広範な影響を及ぼすものであり、それが効率的で合理的なものであるかについ

ては不断に検証されなければならない。 

 今般、本委員会では令和３年度の田川市教育委員会における教育事務の管理及び執行状

況にかかわる点検評価を実施した。その結果、本市教育委員会においては、個別の課題が

散見されつつも、各課が教育課題に真摯に取り組んでいることを確認した。以下、その評

価の内容について説明する。 

 

 

１ 全般に関する意見（3 件） 

 

⑴ 教育委員会の評価全体について 

新型コロナウイルス感染症の影響にくわえ、急激に進行する社会のデジタル化

の流れがある中で、本市教育委員会は教育長の強いリーダーシップの下、有効な

教育行政施策を推進している。特に、かねて懸案として目されてきた、学力向上

に関わる施策については、依然、課題を有しながらも、具体的な数値として可視

化できる成果が着実に挙がっている。この方向性は、令和３年度に留まらず引き

続き堅持し、市民の教育福祉の向上に貢献していただきたい。 

 

⑵ 点検評価に際しての自己評価の方法について 

自己評価において、成果を数値化するということの意義は認めるべきだが、数

値だけでは掬いきれないものがある。また、書式掲載上、事案ごとに簡潔に集約

しなければならないという制限があるにしても、内容によっては個別具体的な内

情の説明を受けて初めて理解出来るものがある。自己評価を行う上で、それが伝

わるような工夫が必要であり、資料作成に当たっては、その点を斟酌していただ

きたい。 
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⑶ 点検評価委員会の開催方式について 

点検評価委員会の開催については、昨年度から新型コロナウイルス感染症の影

響により、委員への事前の資料配布に基づく書面開催が一部に取り入れられた。 

また、主に本委員会から提案された修正意見に基づき、本委員会の委員がそれ

ぞれの立場から忌憚なく意見を表明できる時間を確保する方式が追加されること

で変更された。こうした方向性については、点検評価を単なる形式にとどめず、

内実を伴ったものにする観点から、新型コロナウイルス感染症の影響にかかわら

ず、今後も維持していただくことが市民にとっての利益になる。 

 

 

２ 個別施策に関する意見（5 件） 

 

⑴ 施策No.１「市内全小中学校で「学力ステップアップ事業」に取り組み、教師の

指導力向上を図るとともに、全ての子どもたちに「確かな学力」を保障する」に

ついて 

  標準学力テストの小学校算数が２年連続して全国平均を上回っていることは、

教育委員会の取組になる諸事業の着実な成果として高く評価できる。言うまでも

なく、これは教職員の地道な努力の成果と考える。今後もさらに前進できるよう、

教育委員会として教職員の取組を組織的に支援し、働きかけを続けてほしい。 

 

⑵ 施策No.６「ＩＣＴ教育を行政・学校・家庭・地域ぐるみで推進し、主体的な学

びに向かう授業づくりに取り組む」について 

  １人１台のタブレット端末により、早くからパソコンに触れることが今の時代

には必要不可欠であり、本市教育委員会による先駆的で組織的な取組は高く評価

できる。今後は、タブレット端末をはじめとしたＩＣＴ教育環境を整備するとい

う段階から、その効果的な運用へと本格的に進化できるよう、特に教職員への効

果的な研修機会の提供を強力に推進していただきたい。 
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⑶ 施策No.１３「あいさつ運動を通して、学校・家庭・地域のつながりを強化する」

について 

  学校を訪問した際など、ほとんどの児童・生徒が立ち止まり挨拶を行っていた。

近年では新型コロナウイルス感染症の影響により学校行事の制限や変更が余儀な

くされている中で、子ども達が明るく頑張っている姿が印象に残り、教職員の真

摯な取組として、素晴らしいと感じている。こうした「あいさつ運動」を通して、

子ども達のつながりや保護者、地域の方々とのつながりが深まるよう今後も継続

してほしい。 

 

⑷ 施策No.２０「福祉行政・関係機関との連携を強化し、乳児期・就学前・学齢期・

高校への切れ目のない包括的な支援を進め、全ての子どもたちの学力・進路保障

に取り組む」について 

  一般に行政の所轄や対象者の年齢により、本来、包括的であるはずの支援に「切

れ目」が生じる傾向にある。その中で本市教育委員会では教育と福祉の連携の実

質化、「切れ目のない包括的な支援」を通じた学力保障の施策が掲げられてきたこ

とは先進的な取組として高く評価できる。この施策の方向性は、短期的な変動や

数値上の結果に迷うことなく、あくまで長期的な視点に基づくことで堅持してい

ただくことが市民にとっての最善の利益につながる。 

 

⑸ 施策 No.５０「ふるさと田川の貴重な伝統芸能の保存のため、学校・地域・関

係機関と連携して後継者の育成に取り組む」について 

  伊加利人形浄瑠璃に関しては、後継者問題や人形の保存環境が好ましくないな

どの問題があるが、現状維持するだけでは前進しないため、問題解決に向けた個

別具体的で有効な対応を速やかに考案するようお願いしたい。 

  また、学校教育の場でも教材として活用するなど、子どもたちの自尊感情を高

めるうえでも、郷土の伝統芸能を紹介していくことは有効であり、そのことが後

継者問題等、今後の保存環境に繋がっていくと考える。 
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３ その他の意見（1 件） 

 

⑴ 学校評議員について 

学校評議員の果たすべき役割について、新型コロナウイルス感染症の影響があ

ったにせよ、学校と評議員の間で十分に共有化できていない現実がある。学校改

善を実現するうえで、学校評議員による学校評価については形骸化させてはなら

ない。学校を地域に開くという現代的な課題がある中で、本市教育委員会は学校

評議員の役割について各学校に適正な指導を行うとともに、地域に開かれた学校

評議員というものを実質化していただきたい。 
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（資料１） 

教育委員会会議議案一覧 

 

番号 議案番号 件       名 議決日 

1 第 ８号 令和３年度教育費（４月補正）予算要求について R3.4.12 

2 第 ９号 新中学校制服の選考について 〃 

3 第１０号 田川市教育支援委員会委員の委嘱について R3.5.10 

4 第１１号 令和３年度田川市立学校評議員の委嘱について R3.6.4 

5 第１２号 新中学校制服デザインの選考について R3.7.9 

6 第１３号 
令和２年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価報告書について 
R3.8.10 

7 第１４号 令和３年度教育費（９月補正）予算要求について 〃 

8 第１５号 令和３年度教育費（９月補正（追加））予算要求について R3.9.15 

9 第１６号 新中学校の校章デザインの決定について 〃 

10 第１７号 令和３年度田川市教育功労者の選考について R3.10.12 

11 第１８号 
田川市小学校給食調理等業務事業者選定委員会設置要綱の制定

について 
〃 

12 第１９号 令和３年度教育費（１２月補正）予算要求について R3.11.9 

13 第２０号 
田川市公立学校職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につ

いて 
〃 

14 第２１号 指定管理者の指定について（田川市体育施設、田川市合宿施設） 〃 

15 第２２号 
令和４年度田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動方針に

ついて 
R3.12.9 

16 第 １号 令和３年度教育費（３月補正）予算要求について R4.2.14 

17 第 ２号 令和４年度教育費（当初）予算要求について 〃 

18 第 ３号 田川市体育施設条例の一部改正について 〃 

19 第 ４号 指定管理者の指定について（田川市市民プール） 〃 

20 第 ５号 田川市スポーツ推進審議会委員の任命について R4.3.11 

21 第 ６号 田川市スポーツ推進委員の委嘱について 〃 

22 第 ７号 田川市文化財専門委員会委員の委嘱について 〃 

23 第 ８号 
田川市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則及び田

川市教育委員会事務局専決規程の一部を改正する訓令について 
R4.3.29 

24 第 ９号 令和４年度教育施策方針について 〃 

※ 議案番号は、毎年１月を基点としている。 
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（資料２） 

教育委員会会議報告等一覧 

【報  告】 

番号 報告番号 件       名 報告日 

1 第 ５号 令和３年度田川市教育委員会職員の任命異動等について R3.4.12 

2 第 ６号 
令和３年度田川市立小・中学校、校長・教頭の任免異動につい

て 
〃 

3  第 ７号 
押印を求める手続きの見直し等のための関係教育委員会規則の

整理に関する規則の制定について 
〃 

4 第 ８号 
押印を求める手続きの見直し等のための関係教育委員会訓令及

び告示の一部改正について 
〃 

5 第 ９号 田川市奨学生選考委員会委員の委嘱（交代）について R3.7.9 

6 第１０号 田川市教育委員会職員の任免異動について R3.8.10 

7 第１１号 

工事請負契約の変更について 

⑴ 田川市立田川東中学校校舎棟新築工事 

⑵ 田川市立田川東中学校屋内運動場棟新築工事 

⑶ 田川市立田川西中学校校舎棟新築工事 

R3.9.15 

8 第１２号 田川市教育委員会職員の任免異動について R3.11.9 

※ 「報告」とは、田川市事務委任及び臨時代理規則第４条第２号の規定による報告のこと。 
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【事務報告】 

番号 件       名 報告日 

1 
田川市教育職員の事務教育等教員特別手当等に関する規則を一部改正する

規則について 
R3.4.12 

2 令和３年度田川市立小・中学校教職員人事異動の総括について 〃 

3 令和２年度標準学力調査の結果について R3.5.10 

4 大黒町遺跡（後藤寺中学校）の発掘調査について 〃 

5 田川市体育施設個別施設計画の概要について R3.8.10 

6 
田川市体育施設・合宿施設及び田川市市民プールの指定管理の募集に 

ついて 
〃 

7 令和３年度全国学力・学習状況調査結果の概要について R3.9.15 

8 個別施設計画（社会教育施設及び文化施設）の概要について 〃 

9 新中学校の制服並びに体操服について R3.10.12 

10 田川市市民プールの指定管理の再募集について R3.11.9 

11 通学校区の見直しについて R4.1.12 

12 田川市新中学校開校準備協議会による中間報告について 〃 

13 組織の見直し（案）について R4.2.14 

14 田川市小学校給食調理等業務委託契約の締結について 〃 

15 田川市成人式の実施について 〃 

16 

田川地区統一内容の給付型奨学金制度における、高等学校、高等専門学校 

又は高等専修学校高等課程を中途退学するなどし、かつ高等学校卒業程度 

認定試験規則による認定試験に合格した者の取り扱いについて 

R4.3.11 

※ 「事務報告」とは、教育委員会が管理及び執行を教育長に委任する事務に関して行う報告の 

こと。 



１１０ 

（資料３） 

教育長及び教育委員研修会等参加状況  

 

番号 開催日 研修等名称 概 要 

1 R3.4.15 管内市町村教育委員会教育長会議 管内の教育行政に係る諸問題について 

2 書面開催 
福岡県市町村教育委員会連絡協議

会総会 

令和２年度会務報告、令和３年度事業計 

画（案）等について 

3 R3.5.12 福岡県市町村教育委員会教育長会議 
令和３年度福岡県教育行政の主要施策に 

ついて（オンライン） 

4 R3.5.24 管内市町村教育委員会教育長会議 
管内の教育行政に係る諸問題について 

（オンライン） 

5 書面開催 
田川市人権・同和教育推進協議会

第３４回定期総会 

２０２１年度事業計画及び予算等につい 

て 

6 R3.6.28 

管内市町村教育委員会教育長会議 
管内の教育行政に係る諸問題について 

（オンライン） 

筑豊市町村教育委員会連絡協議会

役員会 

令和３年度役員の選出、総会議案につい 

て（オンライン） 

7 R3.7.15 管内市町村教育委員会教育長会議 管内の教育行政に係る諸問題について 

8 R3.7.21 第１回田川市人権・同和教育中央講座  
講演「部落差別を問う」 

～反差別・共感・連帯に向けて～ 

9 書面開催 筑豊市町村教育委員会連絡協議会総会  令和３年度事業計画案等について 

10 R3.9.30 管内市町村教育委員会教育長会議 
管内の教育行政に係る諸問題ついて 

（オンライン） 

11 R3.10.1 第２回田川市人権・同和教育中央講座  
講演「いのちの平等な尊厳の実現を目指して」  

～新型コロナウイルス感染症が炙り出した分断と差別～  

12 R3.10.18 

管内市町村教育委員会教育長会議 管内の教育行政に係る諸問題について 

市町村教育委員会教育長と県教育

委員会幹部職員との意見交換会 

ＩＣＴ端末を活用した学びの保障につい 

て等 

13 R3.10.24 田川市人権・同和教育夏季講座 
講演「だまっていられへん」 

～差別はきっとなくせる～ 

14 R3.11.22 管内市町村教育委員会教育長会議 管内の教育行政に係る諸問題について 

15 R3.11.26 第３回田川市人権・同和教育中央講座  人権コンサート「今、伝えたいこと」 



１１１ 

 

 
 

 

番号 開催日 研修等名称 概 要 

16 R3.12.4 人権週間講演会２０２１ 
講演「出会いと表現」 

～あることをないことにしない～ 

17 R3.12.21 管内市町村教育委員会教育長会議 
管内の教育行政に係る諸問題について 

（オンライン） 

18 R3.12.23 市町村教育委員会オンライン協議会 
地域の実情や特性に応じて優れた施策につ

いて意見交換 

19 R4.1.18 管内市町村教育委員会教育長会議 管内の教育行政に係る諸問題について 

20 R4.3.10 市内中学校卒業式  

22 R4.3.17 市内小学校卒業式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１２ 

（資料４） 

教育長及び教育委員学校訪問（学力向上・ＩＣＴ・外国語等研修会）実施状況 

 

番号 開催日 研修会等名称 開催場所 内容 

1 R3.5.18 
田川市教育の情報化研修会 

（オンライン) 
市民会館 実践交流、総括 

2 R3.6.10 

田川市学力向上研修会 

（オンライン） 
猪位金学園 公開授業、指導、助言 

田川市学力向上検証委員会 

（オンライン） 

3 R3.6.25 
田川市外国語教育研修会 

（オンライン） 
鎮西中学校 公開授業、指導、助言 

4 R3.8.6 田川市教育講演会 青少年文化ホール 講演 

4 R3.9.3 
田川市学力向上検証委員会 

（オンライン） 
市民会館 協議、指導、助言 

5 R3.9.30 田川市学力向上研修会 金川小学校 公開授業、指導、助言 

6 R3.10.1 田川市学力向上研修会 大藪小学校 公開授業、指導、助言 

7 R3.10.6 田川市教育の情報化研修会 伊田小学校 公開授業、指導、助言 

8 R3.11.16 

田川市教育の情報化研修会 田川中学校 公開授業、指導、助言 

田川市ＩＣＴ教育推進本部会議 市民会館 協議、指導、助言 

9 R3.11.26 田川市外国語教育研修会 田川小学校 公開授業、協議、講話 

10 R4.1.28 

田川市学力向上研修会 

(オンライン) 
金川中学校 授業公開、協議 

田川市学力向上検証委員会 

(オンライン) 
市民会館 協議、指導、助言 

11 R4.2.22 
田川市教育の情報化研修会 

（オンライン) 
市民会館 協議、指導、助言 

 

 

 

 

 

 

 



１１３ 

（資料５） 

教育委員会教育長及び教育委員名簿 

令和４年６月１日現在 

区 分 
（ふりがな） 

氏   名 

保
護
者 

性 

別 

現在の任期 過去の在任期間 

教 育 長 吉
き

 栁
りゅう

 啓
けい

 二
じ

  男 R3.7.13～R6.7.12 
H27.7.13～H30.7.12 

H30.7.13～R3.7.12 

教 育 長 

職務代理者 光
みつ

 井
い

  敬
よし

 夫
お

  男 R1.12.25～R5.12.24 ― 

委   員 河
かわ

 底
そこ

  誠
せい

 二
じ

  男 R2.10.1～R6.9.30 
H27.10.1～H28.9.30 

H28.10.1～R2.9.30 

委   員 加
か

 治
じ

  誠
さと

 子
こ

  女 H30.10.1～R4.9.30 H28.10.1～H30.9.30 

委   員 柴
しば

 田
た

  利
と

規子
き こ

 ◯ 女 R3.9.30～R7.10.10 H29.10.11～R3.10.10 

 


